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人口動態（9月中）

転　入　 16 転　出　 15

出　生　  0 死　亡　 14

その他　  0 その他　  0

町の世帯と人口

10 月１日現在（前月比）

世帯数 ２，４６８ （　7減）

人　口 ４，４０９（１３減）

　　男 ２，１８７（　０　）

　　女 ２，２２２（１３減）

2025.11 No.8６3（令和 7年 11月 5日発行）

 11月号

　『第３２回日本観光鍾乳洞協会総会』
　『第３７回日本鍾乳洞サミット in奥多摩』
　　　　　　　　　　　　　　　　                            が開催されました 

町制施行７０周年記念

　
10
月
８
日
に
、
町
制
施
行
70
周

年
を
記
念
し
て
「
第
32
回
日
本
鍾

乳
洞
協
会
総
会
」
お
よ
び
「
第
37

回
日
本
鍾
乳
洞
サ
ミ
ッ
ト
in
奥
多

摩
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
総
会
お
よ
び
サ
ミ
ッ
ト

は
、
鍾
乳
洞
の
魅
力
を
発
信
す
る

と
と
も
に
、
観
光
振
興
と
地
域
連

携
の
強
化
を
目
的
に
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
日
本
鍾
乳
洞
協
会
に
加
盟
す
る

全
国
９
つ
の
観
光
鍾
乳
洞
団
体
が

一
堂
に
会
し
て
の
総
会
お
よ
び
サ

ミ
ッ
ト
が
毎
年
行
わ
れ
、
今
回
は

10
年
振
り
に
町
で
の
開
催
と
な
り

ま
し
た
。

　
午
前
は
、
日
原
鍾
乳
洞
の
視
察

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
洞
内
で
は
ア

カ
ペ
ラ
ユ
ニ
ッ
ト
「
Ｘ
Ｕ
Ｘ
Ｕ

（
シ
ュ
シ
ュ
）
」
の
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー

ト
が
行
わ
れ
、
静
寂
の
洞
内
で
響

き
渡
る
歌
声
に
感
動
を
呼
ぶ
ス

テ
ー
ジ
に
な
り
ま
し
た
。

　
午
後
か
ら
は
、
文
化
会
館
に
場

所
を
移
し
て
、
総
会
と
サ
ミ
ッ
ト

が
行
わ
れ
、
外
国
人
観
光
客
の
受

け
入
れ
に
向
け
た
多
言
語
対
応
な

ど
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
が
交
わ

さ
れ
、
各
観
光
鍾
乳
洞
と
関
係
市

町
村
の
発
展
を
祈
り
共
同
宣
言
を

行
い
ま
し
た
。

　
閉
会
で
は
、
来
年
度
の
幹
事
と

な
る
高
知
県
「
龍
河
洞
」
に
幹
事

役
が
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

▲アカペラユニット「ＸＵＸＵ（シュシュ）」のミニコンサート

▲総会の様子。中央は議長として発言する師岡町長
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総
務
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

奥

多

摩

ド

ロ

ー

ン

協

会
・

拝

島

自

動

車

教

習

所

と

　「

災

害

時

に

お

け

る

無

人

航

空

機

を

活

用

し

た

　

　

　

　

　

　

　協

力

体

制

に

関

す

る

協

定

」

を

締

結

～

拝

島

自

動

車

教

習

所

さ

ん

が

、

ド

ロ

ー

ン

を

ご

寄

付

～

　
８
月
１
日
に
、
町
、
奥
多
摩

ド
ロ
ー
ン
協
会
お
よ
び
拝
島
自

動
車
教
習
所
と
の
三
者
間
で
、

「
災
害
時
に
お
け
る
無
人
航
空

機
を
活
用
し
た
協
力
体
制
に
関

す
る
協
定
」を
締
結
し
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
は
、
災
害
が
発
生
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
、

ド
ロ
ー
ン
（
無
人
航
空
機
）
に
よ

る
被
害
状
況
の
調
査
、
撮
影
画
像

及
び
情
報
提
供
な
ど
の
協
力
体
制

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
９
月
16
日
に
は
、
協

定
締
結
に
伴
い
町
職
員
が
、
災

害
時
な
ど
に
ド
ロ
ー
ン
活
用
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
拝
島

自
動
車
教
習
所
さ
ん
が
ド
ロ
ー

ン
を
ご
寄
付
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
ご
寄
付
の
趣
旨
に
基
づ
き

有
効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
　

　
　
　
　
　
☎
83-

２
３
４
９

　
令
和
８
年
２
月
11
日
（
祝
）

に
羽
村
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

「
ゆ
と
ろ
ぎ
」
大
ホ
ー
ル
で
開
催

す
る
『
子
ど
も
国
際
交
流
音
楽

祭
』
の
中
で
、
ウ
ィ
ー
ン
か
ら

の
出
演
者
へ
の
歓
迎
演
奏
を
行

う
若
手
演
奏
者
を
募
集
し
ま
す
。

〔
参
加
資
格
〕
音
高
大
学
な
ど

で
学
ぶ
生
徒
、
学
生
ま
た
は
卒

業
生
で
、
音
楽
活
動
の
場
の
提

供
を
望
む
30
歳
く
ら
い
ま
で
の

西
多
摩
地
区
在
住
、
在
勤
、
出

身
者
。（
※
音
楽
監
督
の
審
査
あ

り
）

〔
演
奏
〕
主
に
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

で
す
。

＊
11
月
28
日
（
金
）
午
後
５
時

ま
で
に
教
育
課
社
会
教
育
係
へ

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課
　

 

『
子
ど
も
国
際
交
流
音
楽
祭
』
歓
迎
演
奏
出
演
者
募
集

 

あ
な
た
も
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

小
学
生
ス
キ
ー
教
室
参
加
者
募
集

〔
日
程
〕
令
和
８
年
１
月
30
日
（
金
）

～
31
日
（
土
）

　（
30
日
午
後
５
時
出
発
予
定
）

〔
場
所
〕

新
潟
県
・
湯
沢
高
原
ス
キ
ー
場

〔
参
加
費
〕
１
万
７
０
０
０
円

〔
対
象
〕

町
内
の
小
学
４
・
５
・
６
年
生

〔
募
集
人
員
〕
20
名
（
定
員
に

な
り
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
）

〔
申
込
方
法
〕
役
場
３
階
教
育
課

に
あ
る
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
12
月
５
日
（
金
）

ま
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、

教
育
課
　
☎
83-

２
２
４
６

　
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
の
免
許
を

取
得
し
て
国
内
や
海
外
の
方
と

交
信
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
奥
多
摩
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
ク

ラ
ブ
で
は
、
第
四
級
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
技
士
の
資
格
取
得
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。
国
家
試
験

を
受
け
ず
に
、
無
線
知
識
が
な

い
初
心
者
で
も
、
こ
の
講
習
会

を
受
講
し
て
修
了
試
験
に
合
格

す
れ
ば
取
得
で
き
ま
す
。

小
学
３
年
生
や
お
年
寄
り
の
方

も
多
数
受
講
し
て
い
ま
す
。

〔
日
程
〕
11
月
29
日
（
土
）、

30
日
（
日
）
の
２
日
間

〔
会
場
〕
文
化
会
館

〔
費
用
〕
２
万
５
９
５
０
円

＊
18
歳
以
下

　
１
万
３
８
５
０
円

〔
募
集
期
限
〕
11
月
17
日
（
月
）

※
問
い
合
わ
せ
は
、
文
化
団
体

連
盟

　
奥
多
摩
ア
マ
チ
ュ
ア
無

線
ク
ラ
ブ

　（
堀
口
）

☎
０
９
０-

４
１
２
１-

７
８
３
４

は
む
シ
ョ
ッ
プ
　
フ
レ
ン
ズ

（
羽
村
市
内
）

☎
０
４
２-

５
５
５-

７
０
５
８

カ
ッ
ト

▶
写
真
左
か
ら
拝
島
教
習
所
・

渡
辺
代
表
取
締
役
、
師
岡
町
長
、

榎
戸
奥
多
摩
ド
ロ
ー
ン
協
会
長
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教
育
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

　　
野
崎
　喜
久
美
　教
育
長
が

　　　　地
方
教
育
行
政
功
労
者
表
彰
を
受
章

　
町
教
育
委
員
会
の
野
崎
喜
久

美
教
育
長
が
、
令
和
７
年
度
の

地
方
教
育
行
政
功
労
者
表
彰
を

受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
表
彰
は
、
地
方
教
育
行

政
で
特
に
功
労
が
顕
著
な
教
育

委
員
会
の
教
育
長
・
委
員
に
対

し
て
そ
の
功
績
を
た
た
え
、
文

部
科
学
大
臣
か
ら
贈
ら
れ
る
も

「

災

害

時

に

お

け

る

り

災

証

明

書

　

　発

行

に

関

す

る

協

定

」

を

締

結

の
で
す
。

　
野
崎
教
育
長
は
、
令
和
４
年

10
月
か
ら
教
育
長
と
し
て
町
の

教
育
行
政
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま

　
10
月
７
日
に
、
町
は
奥
多
摩

消
防
署
と
、「
災
害
時
に
お
け

る
り
災
証
明
書
発
行
に
関
す
る

協
定
」
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
は
、
地
震
等
の
災
害

発
生
に
備
え
、
災
害
対
策
基
本
法

に
基
づ
き
、
被
災
者
の
生
活
再
建

支
援
等
の
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す

る
た
め
、
災
害
時
に
お
け
る
り
災

証
明
書
の
発
行
及
び
そ
の
根
拠
と

な
る
火
災
調
査
の
相
互
協
力
に
つ

い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
　

　
　
　
　
　
☎
83-

２
３
４
９

「
二
十
歳
を
祝
う
会
」

〔
日
時
〕
令
和
８
年
１
月
12
日
（
祝
）
　
午
前
10
時

〔
会
場
〕
文
化
会
館

　
今
回
、
対
象
と
な
ら
れ
る
方
は
、
平
成
17
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
18
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、現
在
町
内
に
お
住
ま
い
の
方
、

ま
た
は
町
内
の
小
中
学
校
を
卒
業
さ
れ
た
方
で
す
。
町
で
は
、
対

象
の
方
に
ハ
ガ
キ
で
12
月
中
旬
に
ご
案
内
し
ま
す
。

　
ま
た
、
事
前
打
ち
合
わ
せ
会
を
11
月
30
日
（
日
）
午
後
６
時
か

ら
文
化
会
館
に
て
実
施
し
ま
す
の
で
、
出
席
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課
　
☎
83-

２
２
４
６

▶
野
崎
教
育
長

カ
ッ
ト

▶
伊
藤
奥
多
摩
消
防
署
長（
左
）

　
と
師
岡
町
長
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教
育
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

　　
野
崎
　喜
久
美
　教
育
長
が

　　　　地
方
教
育
行
政
功
労
者
表
彰
を
受
章
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教
育
委
員
会
の
野
崎
喜
久
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教
育
長
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令
和
７
年
度
の

地
方
教
育
行
政
功
労
者
表
彰
を

受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
表
彰
は
、
地
方
教
育
行

政
で
特
に
功
労
が
顕
著
な
教
育

委
員
会
の
教
育
長
・
委
員
に
対

し
て
そ
の
功
績
を
た
た
え
、
文

部
科
学
大
臣
か
ら
贈
ら
れ
る
も

「

災

害

時

に

お

け

る

り

災

証

明

書

　

　発

行

に

関

す

る

協

定

」

を
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結

の
で
す
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７
日
に
、
町
は
奥
多
摩

消
防
署
と
、「
災
害
時
に
お
け

る
り
災
証
明
書
発
行
に
関
す
る

協
定
」
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
は
、
地
震
等
の
災
害

発
生
に
備
え
、
災
害
対
策
基
本
法

に
基
づ
き
、
被
災
者
の
生
活
再
建

支
援
等
の
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す

る
た
め
、
災
害
時
に
お
け
る
り
災

証
明
書
の
発
行
及
び
そ
の
根
拠
と

な
る
火
災
調
査
の
相
互
協
力
に
つ

い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
　

　
　
　
　
　
☎
83-

２
３
４
９

「
二
十
歳
を
祝
う
会
」

〔
日
時
〕
令
和
８
年
１
月
12
日
（
祝
）
　
午
前
10
時

〔
会
場
〕
文
化
会
館

　
今
回
、
対
象
と
な
ら
れ
る
方
は
、
平
成
17
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
18
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、現
在
町
内
に
お
住
ま
い
の
方
、

ま
た
は
町
内
の
小
中
学
校
を
卒
業
さ
れ
た
方
で
す
。
町
で
は
、
対

象
の
方
に
ハ
ガ
キ
で
12
月
中
旬
に
ご
案
内
し
ま
す
。

　
ま
た
、
事
前
打
ち
合
わ
せ
会
を
11
月
30
日
（
日
）
午
後
６
時
か

ら
文
化
会
館
に
て
実
施
し
ま
す
の
で
、
出
席
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課
　
☎
83-

２
２
４
６

▶
野
崎
教
育
長

カ
ッ
ト

▶
伊
藤
奥
多
摩
消
防
署
長（
左
）

　
と
師
岡
町
長

2No.863 令和 7年 11 月 5 日広 報 お く た ま

教
育
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

　　
野
崎
　喜
久
美
　教
育
長
が

　　　　地
方
教
育
行
政
功
労
者
表
彰
を
受
章

　
町
教
育
委
員
会
の
野
崎
喜
久

美
教
育
長
が
、
令
和
７
年
度
の

地
方
教
育
行
政
功
労
者
表
彰
を

受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
表
彰
は
、
地
方
教
育
行

政
で
特
に
功
労
が
顕
著
な
教
育

委
員
会
の
教
育
長
・
委
員
に
対

し
て
そ
の
功
績
を
た
た
え
、
文

部
科
学
大
臣
か
ら
贈
ら
れ
る
も

「

災

害

時

に

お

け

る

り

災

証

明

書

　

　発

行

に

関

す

る

協

定

」

を

締

結

の
で
す
。

　
野
崎
教
育
長
は
、
令
和
４
年

10
月
か
ら
教
育
長
と
し
て
町
の

教
育
行
政
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま

　
10
月
７
日
に
、
町
は
奥
多
摩

消
防
署
と
、「
災
害
時
に
お
け

る
り
災
証
明
書
発
行
に
関
す
る

協
定
」
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
は
、
地
震
等
の
災
害

発
生
に
備
え
、
災
害
対
策
基
本
法

に
基
づ
き
、
被
災
者
の
生
活
再
建

支
援
等
の
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す

る
た
め
、
災
害
時
に
お
け
る
り
災

証
明
書
の
発
行
及
び
そ
の
根
拠
と

な
る
火
災
調
査
の
相
互
協
力
に
つ

い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
　

　
　
　
　
　
☎
83-

２
３
４
９

「
二
十
歳
を
祝
う
会
」

〔
日
時
〕
令
和
８
年
１
月
12
日
（
祝
）
　
午
前
10
時

〔
会
場
〕
文
化
会
館

　
今
回
、
対
象
と
な
ら
れ
る
方
は
、
平
成
17
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
18
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、現
在
町
内
に
お
住
ま
い
の
方
、

ま
た
は
町
内
の
小
中
学
校
を
卒
業
さ
れ
た
方
で
す
。
町
で
は
、
対

象
の
方
に
ハ
ガ
キ
で
12
月
中
旬
に
ご
案
内
し
ま
す
。

　
ま
た
、
事
前
打
ち
合
わ
せ
会
を
11
月
30
日
（
日
）
午
後
６
時
か

ら
文
化
会
館
に
て
実
施
し
ま
す
の
で
、
出
席
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課
　
☎
83-

２
２
４
６

▶
野
崎
教
育
長

カ
ッ
ト

▶
伊
藤
奥
多
摩
消
防
署
長（
左
）

　
と
師
岡
町
長

東京消防庁 企画調整部 広報課 広報係

令和７年１１月９日 日 ～１５日 土

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたって、皆さま

に防火防災意識や防災行動力を高めていただくことに

より、火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合にも被害

を最小限にとどめ、火災から尊い命と貴重な財産を守

ることを目的としています。

冬は住宅火災が急増します！

冬は、空気が乾燥したり、暖房器具を使用する機会が増えたりすることで、火災発生のリスク
が高まります。住宅の中の火災が発生しやすい場所を知り、火災を防ぎましょう。

□ 寝たばこは絶対にしない

□ 飲酒→喫煙→うたた寝に注意する

□ 吸い殻を灰皿にためない

□ 吸い殻は水で完全に消してから捨てる

□ 火種を落とさないよう安全な場所で喫煙する

たばこ

□ 周囲に燃えやすいものを置かない

□ 外出時や就寝時は必ず消す

□ 給油は必ず消してから行う

□ ストーブの近くで洗濯物を乾かさない

ストーブ

□ 調理中に離れない

□ 周囲に燃えやすいものを置かない

□ 防炎品のエプロンやアームカバーを使用する

□ 火が鍋底からはみ出さないように調節する

□ 安全機能（Ｓｉセンサー）付きこんろを使用する

こんろ

□ 使っていないプラグは抜いておく

□ プラグ、コンセントは定期的に掃除する

□ 家具などの下敷き、折れ曲がりに注意する

□ 電源タップは決められた容量内で使用する

□ 束ねて使用しない

コード・コンセント

一日消防署長に俳優の鈴木福さんを任命！

秋の火災予防運動特設サイトでは、鈴木さん

からの特別メッセージ動画を公開中！

詳しくはコチラ

※画像データなどの２次利用はご遠慮ください。
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総
務
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

奥

多

摩

ド

ロ

ー

ン

協

会
・

拝

島

自

動

車

教

習

所

と

　「

災

害

時

に

お

け

る

無

人

航

空

機

を

活

用

し

た

　

　

　

　

　

　

　協

力

体

制

に

関

す

る

協

定

」

を

締

結

～

拝

島

自

動

車

教

習

所

さ

ん

が

、

ド

ロ

ー

ン

を

ご

寄

付

～

　
８
月
１
日
に
、
町
、
奥
多
摩

ド
ロ
ー
ン
協
会
お
よ
び
拝
島
自

動
車
教
習
所
と
の
三
者
間
で
、

「
災
害
時
に
お
け
る
無
人
航
空

機
を
活
用
し
た
協
力
体
制
に
関

す
る
協
定
」を
締
結
し
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
は
、
災
害
が
発
生
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
、

ド
ロ
ー
ン
（
無
人
航
空
機
）
に
よ

る
被
害
状
況
の
調
査
、
撮
影
画
像

及
び
情
報
提
供
な
ど
の
協
力
体
制

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
９
月
16
日
に
は
、
協

定
締
結
に
伴
い
町
職
員
が
、
災

害
時
な
ど
に
ド
ロ
ー
ン
活
用
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
拝
島

自
動
車
教
習
所
さ
ん
が
ド
ロ
ー

ン
を
ご
寄
付
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
ご
寄
付
の
趣
旨
に
基
づ
き

有
効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
　

　
　
　
　
　
☎
83-

２
３
４
９

　
令
和
８
年
２
月
11
日
（
祝
）

に
羽
村
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

「
ゆ
と
ろ
ぎ
」
大
ホ
ー
ル
で
開
催

す
る
『
子
ど
も
国
際
交
流
音
楽

祭
』
の
中
で
、
ウ
ィ
ー
ン
か
ら

の
出
演
者
へ
の
歓
迎
演
奏
を
行

う
若
手
演
奏
者
を
募
集
し
ま
す
。

〔
参
加
資
格
〕
音
高
大
学
な
ど

で
学
ぶ
生
徒
、
学
生
ま
た
は
卒

業
生
で
、
音
楽
活
動
の
場
の
提

供
を
望
む
30
歳
く
ら
い
ま
で
の

西
多
摩
地
区
在
住
、
在
勤
、
出

身
者
。（
※
音
楽
監
督
の
審
査
あ

り
）

〔
演
奏
〕
主
に
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

で
す
。

＊
11
月
28
日
（
金
）
午
後
５
時

ま
で
に
教
育
課
社
会
教
育
係
へ

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課
　

 

『
子
ど
も
国
際
交
流
音
楽
祭
』
歓
迎
演
奏
出
演
者
募
集

 

あ
な
た
も
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

小
学
生
ス
キ
ー
教
室
参
加
者
募
集

〔
日
程
〕
令
和
８
年
１
月
30
日
（
金
）

～
31
日
（
土
）

　（
30
日
午
後
５
時
出
発
予
定
）

〔
場
所
〕

新
潟
県
・
湯
沢
高
原
ス
キ
ー
場

〔
参
加
費
〕
１
万
７
０
０
０
円

〔
対
象
〕

町
内
の
小
学
４
・
５
・
６
年
生

〔
募
集
人
員
〕
20
名
（
定
員
に

な
り
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
）

〔
申
込
方
法
〕
役
場
３
階
教
育
課

に
あ
る
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
12
月
５
日
（
金
）

ま
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、

教
育
課
　
☎
83-

２
２
４
６

　
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
の
免
許
を

取
得
し
て
国
内
や
海
外
の
方
と

交
信
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
奥
多
摩
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
ク

ラ
ブ
で
は
、
第
四
級
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
技
士
の
資
格
取
得
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。
国
家
試
験

を
受
け
ず
に
、
無
線
知
識
が
な

い
初
心
者
で
も
、
こ
の
講
習
会

を
受
講
し
て
修
了
試
験
に
合
格

す
れ
ば
取
得
で
き
ま
す
。

小
学
３
年
生
や
お
年
寄
り
の
方

も
多
数
受
講
し
て
い
ま
す
。

〔
日
程
〕
11
月
29
日
（
土
）、

30
日
（
日
）
の
２
日
間

〔
会
場
〕
文
化
会
館

〔
費
用
〕
２
万
５
９
５
０
円

＊
18
歳
以
下
　
１
万
３
８
５
０
円

〔
募
集
期
限
〕
11
月
17
日
（
月
）

※
問
い
合
わ
せ
は
、
文
化
団
体

連
盟
　
奥
多
摩
ア
マ
チ
ュ
ア
無

線
ク
ラ
ブ
　（
堀
口
）

☎
０
９
０-

４
１
２
１-

７
８
３
４

は
む
シ
ョ
ッ
プ
　
フ
レ
ン
ズ

（
羽
村
市
内
）

☎
０
４
２-

５
５
５-

７
０
５
８

カ
ッ
ト

▶
写
真
左
か
ら
拝
島
教
習
所
・

渡
辺
代
表
取
締
役
、
師
岡
町
長
、

榎
戸
奥
多
摩
ド
ロ
ー
ン
協
会
長
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総
務
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

奥

多

摩

ド

ロ

ー

ン

協

会
・

拝

島

自

動

車

教

習

所

と

　「

災

害

時

に

お

け

る

無

人

航

空

機

を

活

用

し

た

　

　

　

　

　

　

　協

力

体

制

に

関

す

る

協

定

」

を

締

結

～

拝

島

自

動

車

教

習

所

さ

ん

が

、

ド

ロ

ー

ン

を

ご

寄

付

～

　
８
月
１
日
に
、
町
、
奥
多
摩

ド
ロ
ー
ン
協
会
お
よ
び
拝
島
自

動
車
教
習
所
と
の
三
者
間
で
、

「
災
害
時
に
お
け
る
無
人
航
空

機
を
活
用
し
た
協
力
体
制
に
関

す
る
協
定
」を
締
結
し
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
は
、
災
害
が
発
生
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
、

ド
ロ
ー
ン
（
無
人
航
空
機
）
に
よ

る
被
害
状
況
の
調
査
、
撮
影
画
像

及
び
情
報
提
供
な
ど
の
協
力
体
制

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
９
月
16
日
に
は
、
協

定
締
結
に
伴
い
町
職
員
が
、
災

害
時
な
ど
に
ド
ロ
ー
ン
活
用
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
拝
島

自
動
車
教
習
所
さ
ん
が
ド
ロ
ー

ン
を
ご
寄
付
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
ご
寄
付
の
趣
旨
に
基
づ
き

有
効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
　

　
　
　
　
　
☎
83-

２
３
４
９

　
令
和
８
年
２
月
11
日
（
祝
）

に
羽
村
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

「
ゆ
と
ろ
ぎ
」
大
ホ
ー
ル
で
開
催

す
る
『
子
ど
も
国
際
交
流
音
楽

祭
』
の
中
で
、
ウ
ィ
ー
ン
か
ら

の
出
演
者
へ
の
歓
迎
演
奏
を
行

う
若
手
演
奏
者
を
募
集
し
ま
す
。

〔
参
加
資
格
〕
音
高
大
学
な
ど

で
学
ぶ
生
徒
、
学
生
ま
た
は
卒

業
生
で
、
音
楽
活
動
の
場
の
提

供
を
望
む
30
歳
く
ら
い
ま
で
の

西
多
摩
地
区
在
住
、
在
勤
、
出

身
者
。（
※
音
楽
監
督
の
審
査
あ

り
）

〔
演
奏
〕
主
に
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

で
す
。

＊
11
月
28
日
（
金
）
午
後
５
時

ま
で
に
教
育
課
社
会
教
育
係
へ

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課
　

 

『
子
ど
も
国
際
交
流
音
楽
祭
』
歓
迎
演
奏
出
演
者
募
集

 

あ
な
た
も
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

小
学
生
ス
キ
ー
教
室
参
加
者
募
集

〔
日
程
〕
令
和
８
年
１
月
30
日
（
金
）

～
31
日
（
土
）

　（
30
日
午
後
５
時
出
発
予
定
）

〔
場
所
〕

新
潟
県
・
湯
沢
高
原
ス
キ
ー
場

〔
参
加
費
〕
１
万
７
０
０
０
円

〔
対
象
〕

町
内
の
小
学
４
・
５
・
６
年
生

〔
募
集
人
員
〕
20
名
（
定
員
に

な
り
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
）

〔
申
込
方
法
〕
役
場
３
階
教
育
課

に
あ
る
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
12
月
５
日
（
金
）

ま
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、

教
育
課
　
☎
83-

２
２
４
６

　
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
の
免
許
を

取
得
し
て
国
内
や
海
外
の
方
と

交
信
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
奥
多
摩
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
ク

ラ
ブ
で
は
、
第
四
級
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
技
士
の
資
格
取
得
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。
国
家
試
験

を
受
け
ず
に
、
無
線
知
識
が
な

い
初
心
者
で
も
、
こ
の
講
習
会

を
受
講
し
て
修
了
試
験
に
合
格

す
れ
ば
取
得
で
き
ま
す
。

小
学
３
年
生
や
お
年
寄
り
の
方

も
多
数
受
講
し
て
い
ま
す
。

〔
日
程
〕
11
月
29
日
（
土
）、

30
日
（
日
）
の
２
日
間

〔
会
場
〕
文
化
会
館

〔
費
用
〕
２
万
５
９
５
０
円

＊
18
歳
以
下
　
１
万
３
８
５
０
円

〔
募
集
期
限
〕
11
月
17
日
（
月
）

※
問
い
合
わ
せ
は
、
文
化
団
体

連
盟
　
奥
多
摩
ア
マ
チ
ュ
ア
無

線
ク
ラ
ブ
　（
堀
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）

☎
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岡
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空空家家・・空空地地のの管管理理

不不動動産産各各種種ごご相相談談
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分
譲
地
販
売
ほ
か

川井（松葉）地内分譲地販売中【先着順】

　町では、過疎化による少子高齢化が進行し、地域活力の低下が懸念されることから、若者の定住対

策を重点施策として取り組んでおり、分譲地や町有地を販売しています。

〔募集物件情報〕川井松葉分譲地（７区画中５区画）

区画 住　所 面　積 価　格

１ 川井６３０番４ ２９７．５１㎡　（９０．１５坪） ４，５３５，０００円

２ 川井６３０番５ ３０２．６３㎡　（９１．７１坪） ４，６１３，０００円

３ 川井６３０番６ ３０１．５０㎡　（９１．３６坪） ４，５９６，０００円

４ 川井６３０番７ ３０４．５１㎡　（９２．２８坪） ４，６４２，０００円

６ 川井６３０番９ ３０１．２３㎡　（９１．２８坪） ４，５９２，０００円

※上記以外にも分譲地や町有地を販売しています。町のホームページをご確認ください。

〔申込資格〕

＊年齢４５歳以下の夫婦または子ども (１８歳以下）がいる世帯、自らが居住する住宅を建築するた

　めに宅地を必要とすることなどの条件があります。

＊詳細については、町ホームページの募集要項をご確認ください。

＊区画は先着順により選ぶことが可能です。

〔申込書配布場所〕子育て定住推進課　若者定住推進係（役場１階）、古里出張所（子ども家庭支援センター）

　▲令和７年３月１現在

　※申し込み、問い合わせは、子育て定住推進課　☎８３－２３１０

「東京都水道局アプリ」をご利用ください

　東京都水道局は、スマートフォンから簡単スピーディーに、水道に関する各種手続きや料金の支払

いが可能なアプリをリリースしています。アプリでは、検針票や過去の利用状況、水道局からのお知

らせなども確認できます。アプリの詳しい情報や利用方法は、水道局の公式サイトでご確認いただけ

ます。ぜひ、「東京都水道局アプリ」をご利用ください。

＊水道局アプリ URL　https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/suidoapp

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

4No.863 令和 7年 11 月 5 日広 報 お く た ま

町
営
若
者
住
宅
の

入
居
者
募
集

町営若者住宅の入居者募集
　この住宅は、「将来ご自分の住宅を取得し、町に永住していただくための第一歩になれば」

と一般的な住宅よりも低額な家賃設定とした賃貸住宅です。

　〔申込資格〕

　①町内に住所または一定の勤務場所がある方、もしくは住宅使用により町内住所を確実

　　に登録できる方。

　②世帯主の年齢が４０歳以下の夫婦または５０歳以下の方で子ども（中学生以下）がい

　　る世帯であること。

　③入居期間は原則として世帯主の年齢が３０歳以下の場合は１２年以内、４０歳以下の

　　場合は１０年以内、５０歳以下の場合は７年以内となります。

　〔申込受付期間〕１１月５日（水）～２８日（金）まで

　〔入居予定時期〕令和８年１月上旬以降

＊内覧を希望される方は、事前予約が必要になります。

　〔注意点〕＊申込者が定員を超えた場合は、町選考基準により決定します。

※申し込み、問い合わせは、子育て定住推進課　☎８３－２３１０

海沢第１（集合住宅タイプ）

所在地：海沢８０５番地

（JR 青梅線奥多摩駅から車で約５分）

使用料：２０，０００円／月

駐車場：３，０００円／月（２台まで使用可）

募集戸数：２戸

木造２階建メゾネットタイプ（床面積：６６．５㎡）

栃久保除ヶ野（戸建て住宅タイプ）

所在地：氷川４５９番地

（JR 青梅線奥多摩駅から徒歩約１０分）

使用料：３３，０００円／月

駐車場：３，０００円／月（１世帯につき１台）

募集戸数：１戸

木造２階建（床面積：７６．５㎡）

令和８年４月の町外保育園の申込みについて

　町外の保育園に入園を希望される方の、申し込みを受付けます。

　町外在勤などで町外の保育園を希望される方は、区市町村ごとに受付期間や必要書類などが異なり

ます。事前に保育施設が所在する区市町村にご確認ください。

　締切日は、保育施設が所在する区市町村の締切日の２週間前までに子育て定住推進課子育て推進係

（子ども家庭支援センターきこりん）に提出ください。

※申し込み、問い合わせは、子育て定住推進課（きこりん）　☎８５－２６１１
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町営若者住宅の入居者募集
　この住宅は、「将来ご自分の住宅を取得し、町に永住していただくための第一歩になれば」

と一般的な住宅よりも低額な家賃設定とした賃貸住宅です。

　〔申込資格〕

　①町内に住所または一定の勤務場所がある方、もしくは住宅使用により町内住所を確実

　　に登録できる方。

　②世帯主の年齢が４０歳以下の夫婦または５０歳以下の方で子ども（中学生以下）がい

　　る世帯であること。

　③入居期間は原則として世帯主の年齢が３０歳以下の場合は１２年以内、４０歳以下の

　　場合は１０年以内、５０歳以下の場合は７年以内となります。

　〔申込受付期間〕１１月５日（水）～２８日（金）まで

　〔入居予定時期〕令和８年１月上旬以降

＊内覧を希望される方は、事前予約が必要になります。

　〔注意点〕＊申込者が定員を超えた場合は、町選考基準により決定します。

※申し込み、問い合わせは、子育て定住推進課　☎８３－２３１０
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No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344
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川井（松葉）地内分譲地販売中【先着順】

　町では、過疎化による少子高齢化が進行し、地域活力の低下が懸念されることから、若者の定住対

策を重点施策として取り組んでおり、分譲地や町有地を販売しています。

〔募集物件情報〕川井松葉分譲地（７区画中５区画）

区画 住　所 面　積 価　格

１ 川井６３０番４ ２９７．５１㎡　（９０．１５坪） ４，５３５，０００円

２ 川井６３０番５ ３０２．６３㎡　（９１．７１坪） ４，６１３，０００円

３ 川井６３０番６ ３０１．５０㎡　（９１．３６坪） ４，５９６，０００円

４ 川井６３０番７ ３０４．５１㎡　（９２．２８坪） ４，６４２，０００円

６ 川井６３０番９ ３０１．２３㎡　（９１．２８坪） ４，５９２，０００円

※上記以外にも分譲地や町有地を販売しています。町のホームページをご確認ください。

〔申込資格〕

＊年齢４５歳以下の夫婦または子ども (１８歳以下）がいる世帯、自らが居住する住宅を建築するた

　めに宅地を必要とすることなどの条件があります。

＊詳細については、町ホームページの募集要項をご確認ください。

＊区画は先着順により選ぶことが可能です。

〔申込書配布場所〕子育て定住推進課　若者定住推進係（役場１階）、古里出張所（子ども家庭支援センター）

　▲令和７年３月１現在

　※申し込み、問い合わせは、子育て定住推進課　☎８３－２３１０

「東京都水道局アプリ」をご利用ください

　東京都水道局は、スマートフォンから簡単スピーディーに、水道に関する各種手続きや料金の支払

いが可能なアプリをリリースしています。アプリでは、検針票や過去の利用状況、水道局からのお知

らせなども確認できます。アプリの詳しい情報や利用方法は、水道局の公式サイトでご確認いただけ

ます。ぜひ、「東京都水道局アプリ」をご利用ください。

＊水道局アプリ URL　https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/suidoapp

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７
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１１月は「ねんきん月間」、１１月３０日は「年金の日」です！

　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年１１月を「ねんきん月間」と位置づけ、

国民の皆さまに公的年金制度に対する理解を深めていただくための活動・取組を行っていま

す。また、１１月３０日は、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期の生活

設計に思いをめぐらしていただく「年金の日」です。

　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給

見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、

将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をするこ

ともできます。

「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページ

（https://www.nenkin.go.jp/n_net/)

または、青梅年金事務所に問い合わせください。　　　　　　　　　　　　日本年金機構ホームページ

※青梅年金事務所　☎３０－３４１０

移動型スマホ教室「どこでもスマホ教室・相談会」の開催について

　東京都が実施する、高齢者の方向けのスマホ教室・相談会です。モニターなど必要な機材を備えた車内

で実施します。

　・触ってみたいけどちょっと怖い　

　・持っているけど使い方がわからない　

　・マップで迷わず移動したい

　・LINEで家族とコミュニケーションがとりたい　

　・スマホで申込したり、キャッシュレス決済がしたい

　周りに聞きにくいスマートフォンのこと、この機会に解決しませんか。

日にち 場所

時間

午前１０時～

午前１０時３０分

午前１１時～

午前１１時３０分

午後０時３０分～

午後２時３０分

午後３時～

午後５時

１１月１５日（土）峰谷川渓流釣場

駐車場
個別相談会

（スマホの

　お悩み解決）

個別相談会

（スマホの

　お悩み解決）

基本操作

（カメラ操作など）

コミュニケーション

（LINE・ビデオ通話）

１１月１６日（日）

１１月１７日（月）日原生活館

駐車場１１月１８日（火）

〔対象〕６０歳以上の方（お持ちの携帯会社は問わず参加できます）

〔参加費〕無料　

＊開催日前日までに電話で受付

＊空席がある場合、予約無しでの参加も可能（現地係員にご相談ください）

＊スマートフォンは貸し出しできます。

※問い合わせ、予約は、東京都どこでもスマホ事務局　☎０８００－１１１－７３５６

　（午前９時から午後５時まで・通話料無料）

カ
ッ
ト
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きこりん からのお知らせ

《絵本といっしょ》

（毎月平日の第２月曜日）

～お子さんと一緒に絵本や

　　　　　　　　　紙芝居を楽しみませんか～

〔日時〕　１２月８日（月）

　　　　午前１１時～１１時４０分

〔会場〕　きこりん

〔内容〕　相談員の読み聞かせ・指遊び

 ※上記の申し込み、問い合わせは、子育て定住推進課（きこりん）　☎８５－２６１１

ファミサポ病後児研修

《講演会：包括的性教育》
♥私も大事！あなたも大事！♥

　包括的性教育は、自分も相手も大切にする力を育

てるライフスキル教育です。大人が持っている性教

育のイメージをアップデートして、より良いこども

との関わり方を学ぶ機会にしませんか？

〔日時〕１２月 1３日（土）

　　　 午後１時３０分～３時００分

　　　 ＊受付は、午後１時から

〔会場〕文化会館１階　多目的ホール　

〔内容〕包括的性教育とは・バウンダリーとは・同

　　　 意・家庭での性教育のヒントなどお話して

　　　 いただきます。　　　　　　　　　　　　

〔講師〕NPO 法人ウイズアイ理事　

　　　　助産師　遠藤　みどり　氏　　　　　　　

〔対象〕子育て中の方、子育てをお手伝いする方、

　　　 ファミリー・サポート・センター会員、

　　　 病後児会員さんなど ,どなたでも

〔申し込み〕１２月８日 (月 )まで

＊６か月以上のお子さんの託児サービスもありま

　す。ご希望の方は、申し込みの際に「託児希望」

　とお伝えください。

《心理・発達相談》
〔日時〕

１１月１１日（火）、２０日（木）、２８日（金）

１２月４日（木）、９日（火）、１８日（木）、１９日（金）

午前１０時３０分～午後３時３０分　（予約制）

　１８歳未満のお子さんに関することなら、ど

んなことでも臨床心理士の資格を持つカウンセ

ラーがお話を聞きます。お子さんご自身からの

相談もできます。電話相談も行っています。誰

に話したらいいのか、どこに相談したらいいの

か、心配ごとや悩みを抱えている方、まずは一

度お電話をください。

＊常時、相談員による相談も行っています。

子育て世帯臨時給付金支給のご案内

　食料価格等の物価高騰により家計への経済的負担が増加していることから、子育て世帯を支援する

ために給付金の支給を行います。

〔支給対象児童〕

　平成１９年４月１日から令和７年１０月１日までの間に生まれた１８歳以下の児童で、令和７年

１０月１日時点で町の住民基本台帳に登録のある児童

〔支給対象者〕

　支給対象児童を監護し、同居している保護者

〔給付額〕

　対象児童一人２万円

〔申請手続きなど〕

　対象となる児童がいるご家庭には申請書を郵送しました。詳しくは通知をご覧ください。

〔申請期限〕１１月２８日（金）必着
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《絵本といっしょ》
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てるライフスキル教育です。大人が持っている性教

育のイメージをアップデートして、より良いこども

との関わり方を学ぶ機会にしませんか？

〔日時〕１２月 1３日（土）

　　　 午後１時３０分～３時００分

　　　 ＊受付は、午後１時から
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　　　 意・家庭での性教育のヒントなどお話して
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〔講師〕NPO 法人ウイズアイ理事　

　　　　助産師　遠藤　みどり　氏　　　　　　　
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１１月は「ねんきん月間」、１１月３０日は「年金の日」です！

　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年１１月を「ねんきん月間」と位置づけ、

国民の皆さまに公的年金制度に対する理解を深めていただくための活動・取組を行っていま

す。また、１１月３０日は、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期の生活

設計に思いをめぐらしていただく「年金の日」です。

　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給

見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、

将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をするこ

ともできます。

「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページ

（https://www.nenkin.go.jp/n_net/)

または、青梅年金事務所に問い合わせください。　　　　　　　　　　　　日本年金機構ホームページ

※青梅年金事務所　☎３０－３４１０

移動型スマホ教室「どこでもスマホ教室・相談会」の開催について

　東京都が実施する、高齢者の方向けのスマホ教室・相談会です。モニターなど必要な機材を備えた車内

で実施します。

　・触ってみたいけどちょっと怖い　

　・持っているけど使い方がわからない　

　・マップで迷わず移動したい

　・LINEで家族とコミュニケーションがとりたい　

　・スマホで申込したり、キャッシュレス決済がしたい

　周りに聞きにくいスマートフォンのこと、この機会に解決しませんか。

日にち 場所

時間

午前１０時～

午前１０時３０分

午前１１時～

午前１１時３０分

午後０時３０分～

午後２時３０分

午後３時～

午後５時

１１月１５日（土）峰谷川渓流釣場

駐車場
個別相談会

（スマホの

　お悩み解決）

個別相談会

（スマホの

　お悩み解決）

基本操作

（カメラ操作など）

コミュニケーション

（LINE・ビデオ通話）

１１月１６日（日）

１１月１７日（月）日原生活館

駐車場１１月１８日（火）

〔対象〕６０歳以上の方（お持ちの携帯会社は問わず参加できます）

〔参加費〕無料　

＊開催日前日までに電話で受付

＊空席がある場合、予約無しでの参加も可能（現地係員にご相談ください）

＊スマートフォンは貸し出しできます。

※問い合わせ、予約は、東京都どこでもスマホ事務局　☎０８００－１１１－７３５６

　（午前９時から午後５時まで・通話料無料）

カ
ッ
ト

7

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

住
民
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

１１月は「ねんきん月間」、１１月３０日は「年金の日」です！

　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年１１月を「ねんきん月間」と位置づけ、

国民の皆さまに公的年金制度に対する理解を深めていただくための活動・取組を行っていま

す。また、１１月３０日は、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期の生活

設計に思いをめぐらしていただく「年金の日」です。

　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給

見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、

将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をするこ

ともできます。

「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページ

（https://www.nenkin.go.jp/n_net/)

または、青梅年金事務所に問い合わせください。　　　　　　　　　　　　日本年金機構ホームページ

※青梅年金事務所　☎３０－３４１０

移動型スマホ教室「どこでもスマホ教室・相談会」の開催について

　東京都が実施する、高齢者の方向けのスマホ教室・相談会です。モニターなど必要な機材を備えた車内

で実施します。

　・触ってみたいけどちょっと怖い　

　・持っているけど使い方がわからない　

　・マップで迷わず移動したい

　・LINEで家族とコミュニケーションがとりたい　

　・スマホで申込したり、キャッシュレス決済がしたい

　周りに聞きにくいスマートフォンのこと、この機会に解決しませんか。

日にち 場所

時間

午前１０時～

午前１０時３０分

午前１１時～

午前１１時３０分

午後０時３０分～

午後２時３０分

午後３時～

午後５時

１１月１５日（土）峰谷川渓流釣場

駐車場
個別相談会

（スマホの

　お悩み解決）

個別相談会

（スマホの

　お悩み解決）

基本操作

（カメラ操作など）

コミュニケーション

（LINE・ビデオ通話）

１１月１６日（日）

１１月１７日（月）日原生活館

駐車場１１月１８日（火）

〔対象〕６０歳以上の方（お持ちの携帯会社は問わず参加できます）

〔参加費〕無料　

＊開催日前日までに電話で受付

＊空席がある場合、予約無しでの参加も可能（現地係員にご相談ください）

＊スマートフォンは貸し出しできます。

※問い合わせ、予約は、東京都どこでもスマホ事務局　☎０８００－１１１－７３５６

　（午前９時から午後５時まで・通話料無料）

カ
ッ
ト

7

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

住
民
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

１１月は「ねんきん月間」、１１月３０日は「年金の日」です！

　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年１１月を「ねんきん月間」と位置づけ、

国民の皆さまに公的年金制度に対する理解を深めていただくための活動・取組を行っていま

す。また、１１月３０日は、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、高齢期の生活

設計に思いをめぐらしていただく「年金の日」です。

　この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給

見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、

将来の年金受給見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をするこ

ともできます。

「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページ

（https://www.nenkin.go.jp/n_net/)

または、青梅年金事務所に問い合わせください。　　　　　　　　　　　　日本年金機構ホームページ

※青梅年金事務所　☎３０－３４１０

移動型スマホ教室「どこでもスマホ教室・相談会」の開催について

　東京都が実施する、高齢者の方向けのスマホ教室・相談会です。モニターなど必要な機材を備えた車内

で実施します。

　・触ってみたいけどちょっと怖い　

　・持っているけど使い方がわからない　

　・マップで迷わず移動したい

　・LINEで家族とコミュニケーションがとりたい　

　・スマホで申込したり、キャッシュレス決済がしたい

　周りに聞きにくいスマートフォンのこと、この機会に解決しませんか。

日にち 場所

時間

午前１０時～

午前１０時３０分

午前１１時～

午前１１時３０分

午後０時３０分～

午後２時３０分

午後３時～

午後５時

１１月１５日（土）峰谷川渓流釣場

駐車場
個別相談会

（スマホの

　お悩み解決）

個別相談会

（スマホの

　お悩み解決）

基本操作

（カメラ操作など）

コミュニケーション

（LINE・ビデオ通話）

１１月１６日（日）

１１月１７日（月）日原生活館

駐車場１１月１８日（火）

〔対象〕６０歳以上の方（お持ちの携帯会社は問わず参加できます）

〔参加費〕無料　

＊開催日前日までに電話で受付

＊空席がある場合、予約無しでの参加も可能（現地係員にご相談ください）

＊スマートフォンは貸し出しできます。

※問い合わせ、予約は、東京都どこでもスマホ事務局　☎０８００－１１１－７３５６

　（午前９時から午後５時まで・通話料無料）

カ
ッ
ト



9

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

福
祉
保
健
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

歯科健康診査（歯周疾患検診）のお知らせ

　町では、歯の喪失原因となる歯周病などの歯周疾患を早期に発見しその進行を防ぎ、歯の健康を保つた

めに、町内の歯科医師による健康診査をつぎのとおり実施しています。

〔対象者〕町内に住所を有する方で、令和７年４月１日現在、２０歳以上の方

〔実施期間・回数〕令和８年３月３１日（火）までの期間内に１回

〔内容〕問診・口腔内検査・予防指導　〔費用〕無料、予約制（臨時休診あり）

〔申込方法〕実施医療機関に直接お申し込みください。〔実施医療機関〕古里歯科診療所　☎８５－２３６６

曜日 午前 午後

月 ９：００～１２：００ １４：３０～１９：００

火 × ×

水 ９：００～１２：００ １４：３０～１９：００

木 × ×

金 ９：００～１２：００ １４：３０～１９：００

土 × ×

日 ９：００～１２：００ ×

祝日 ９：００～１２：００ ×

＊日曜・祝日は午前のみ

＊変更などにより診療時間・休診日等が記載と異なる場合がありますのでご注意ください。

＊電話でのお申し込み、その他お問い合わせも診療時間内のみの対応となります。

※その他、各種健診の問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

　　マイナンバーカードに関する手続は予約制です
　マイナンバーカードに関する手続（申請、受取、電子証明書更新など）は住民課で予約制

にて行っています。

〔受付時間〕

　平日の午前９時から１１時まで、午後１時３０分から４時まで

　＊土曜日、日曜日、祝日は窓口を開設していません。（夜間または休日窓口開設時を除く）

　＊予約をされずに来庁された場合、お手続きができなかったり、

　　お待ちいただく場合がありますので、ご注意ください。

　＊仕事や学校等で平日日中の来庁が難しい場合は、ご相談ください。

※予約・問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

救急医療情報キット支給

　町では、町内在住の６５歳以上の方で、一人暮らしの方、高齢者のみでお住まいの方または日中や

夜間に独居となる方を対象に、救急時に必要な医療情報をあらかじめ保管しておくことができる、「救

急医療情報キット」を支給しています。

　この「救急医療情報キット」とは、あらかじめ所定の用紙に、住所、氏名、年齢の他、既往歴、か

かりつけ医療機関、緊急連絡先などを記入し、所定の保管場所に常備して、救急時の適切な医療活動

を支援するためのものです。希望される方は福祉保健課に、申請書を提出してください。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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※
こ
こ
ま
で
の
申
し
込
み
、

問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

各 

種 

相 

談

 
【
高
次
脳
機
能
障
害

　
　
　
　
　の

相
談
】

　
高
次
脳
機
能
障
害
は
、
事
故

や
病
気
を
き
っ
か
け
に
起
こ
る

脳
の
障
害
で
す
。
新
し
い
こ
と

が
覚
え
に
く
い
。
感
情
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
難
し
い
。
同
じ
ミ

ス
を
繰
り
返
す
。
家
事
や
仕
事

を
上
手
に
進
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
っ
た
症
状
が
現
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
病
状
が
落
ち

着
き
家
庭
に
戻
っ
て
か
ら
表
面

化
し
ま
す
。「
も
し
か
し
た
ら

高
次
脳
機
能
障
害
で
は
？
」
と

不
安
に
感
じ
る
本
人
や
家
族
が

よ
り
相
談
を
し
や
す
く
す
る
た

め
に
相
談
日
を
設
け
て
い
ま

す
。
相
談
は
電
話
・
面
接
・
家

庭
訪
問
に
て
対
応
し
ま
す
。
相

【
保
健
師
・
管
理
栄
養
士

　
　
　に
よ
る
相
談
】

　
健
康
の
こ
と
・
育
児
の
こ
と
・

栄
養
の
こ
と
な
ど
で
お
悩
み
の

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
お
話

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
問
題

解
決
に
向
け
て
一
緒
に
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ご
家
庭
に
訪
問
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
り
、
町
施
設
で
相
談
に

対
応
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
お
気
軽
に
お
電
話
く

だ
さ
い
。

カ
ッ
ト

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
使

い
方
や
操
作
方
法
に
関
す

る
疑
問
や
不
安
の
解
消
の

た
め
、
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
参
加
対
象
は
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
使
用
に
つ
い
て

疑
問
や
不
安
の
あ
る 

60
歳

以
上
の
方
。

【
相
談
例
】
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
と
フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
フ
ォ

ン
（
ガ
ラ
ケ
ー
）
の
違
い
、

２
次
元
コ
ー
ド
の
読
込
方

法
、W

i
-
F
i

の
接
続
方
法
、

ビ
デ
オ
通
話
の
カ
メ
ラ
や

マ
イ
ク
の
使
い
方
な
ど

〔
日
時
〕
12
月
11
日
（
木
）

　
午
前
10
時
～
午
後
２
時

〔
会
場
〕
福
祉
会
館
会
議
室
Ａ

〔
参
加
費
〕
無
料

＊
希
望
さ
れ
る
方
は
、
ご

自
身
が
お
持
ち
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
お
持
ち
に
な

り
当
日
会
場
に
直
接
お
越

【
シ
ニ
ア
の
た
め
の

ス
マ
ホ
相
談
会
】

し
く
だ
さ
い
。

〔
実
施
主
体
〕
東
京
都
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
普
及
啓
発
事
業
事
務
局

〔
講
師
〕
東
京
都
の
委
託
に

よ
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
専

門
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

※
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
保
健
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
７
７
７

【
税
理
士
に
よ
る

相
続
税
等
無
料
相
談
会
】

 

税
の
専
門
家
で
あ
る
税
理
士

が
、
秘
密
厳
守
で
個
別
に
相
続

税
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

〔
日
時
〕
12
月
８
日
（
月
）

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

〔
会
場
〕
福
祉
会
館
２
階
会
議
室

〔
定
員
〕
６
人
（
予
約
先
着
順
）

１
人
３
０
分

※
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、

住
民
課
　
☎
83-

２
１
９
０

 

～
骨
髄
移
植
ド
ナ
ー
支
援
事
業
助
成
の
お
知
ら
せ
～

　
公
益
財
団
法
人
日
本
骨
髄
バ
ン
ク
が
実
施
す
る
骨
髄
バ
ン
ク

事
業
に
つ
い
て
、
骨
髄
ま
た
は
末
梢
血
管
細
胞
の
提
供
者
（
ド

ナ
ー
）
と
な
っ
た
町
民
と
ド
ナ
ー
の
勤
務
す
る
事
業
所
を
対
象

に
助
成
し
ま
す
。

　
申
請
期
間
は
骨
髄
な
ど
の
提
供
を
完
了
し
た
日
か
ら
１
年
以

内
で
す
。

※
申
し
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
祉
保
健
課
　
☎
83-

２
７
７
７

談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
離
乳
食
相
談
会
】

　
離
乳
初
期
か
ら
完
了
期
ま
で

の
相
談
会
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
12
月
５
日

（
金
）
ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

〔
日
時
〕
12
月
12
日(

金)

　

　
　
　
　
　
午
後
２
時
～
３
時

〔
日
時
〕
　
12
月
６
日(

土)

　

午
前
10
時
か
ら

　
　
　
　
午
後
２
時
30
分
ま
で

〔
会
場
〕　
東
京
都
立
青
峰
学
園

〔
内
容
〕　
児
童
・
生
徒
の
学
習

発
表
、
花
苗
・
飲
み
物
・
パ
ン

の
販
売
な
ど
。

＊
入
場
無
料
　

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
立

青
峰
学
園
　
☎
32-

３
８
１
１

【
青
峰
フ
ェ
ス
タ
の

　
　
　お

知
ら
せ
】

各
種
相
談
ほ
か
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福
祉
保
健
課
か
ら
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お
知
ら
せ
ほ
か

歯科健康診査（歯周疾患検診）のお知らせ

　町では、歯の喪失原因となる歯周病などの歯周疾患を早期に発見しその進行を防ぎ、歯の健康を保つた

めに、町内の歯科医師による健康診査をつぎのとおり実施しています。

〔対象者〕町内に住所を有する方で、令和７年４月１日現在、２０歳以上の方

〔実施期間・回数〕令和８年３月３１日（火）までの期間内に１回

〔内容〕問診・口腔内検査・予防指導　〔費用〕無料、予約制（臨時休診あり）

〔申込方法〕実施医療機関に直接お申し込みください。〔実施医療機関〕古里歯科診療所　☎８５－２３６６

曜日 午前 午後

月 ９：００～１２：００ １４：３０～１９：００

火 × ×

水 ９：００～１２：００ １４：３０～１９：００

木 × ×

金 ９：００～１２：００ １４：３０～１９：００

土 × ×

日 ９：００～１２：００ ×

祝日 ９：００～１２：００ ×

＊日曜・祝日は午前のみ

＊変更などにより診療時間・休診日等が記載と異なる場合がありますのでご注意ください。

＊電話でのお申し込み、その他お問い合わせも診療時間内のみの対応となります。

※その他、各種健診の問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

　　マイナンバーカードに関する手続は予約制です
　マイナンバーカードに関する手続（申請、受取、電子証明書更新など）は住民課で予約制

にて行っています。

〔受付時間〕

　平日の午前９時から１１時まで、午後１時３０分から４時まで

　＊土曜日、日曜日、祝日は窓口を開設していません。（夜間または休日窓口開設時を除く）

　＊予約をされずに来庁された場合、お手続きができなかったり、

　　お待ちいただく場合がありますので、ご注意ください。

　＊仕事や学校等で平日日中の来庁が難しい場合は、ご相談ください。

※予約・問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

救急医療情報キット支給

　町では、町内在住の６５歳以上の方で、一人暮らしの方、高齢者のみでお住まいの方または日中や

夜間に独居となる方を対象に、救急時に必要な医療情報をあらかじめ保管しておくことができる、「救

急医療情報キット」を支給しています。

　この「救急医療情報キット」とは、あらかじめ所定の用紙に、住所、氏名、年齢の他、既往歴、か

かりつけ医療機関、緊急連絡先などを記入し、所定の保管場所に常備して、救急時の適切な医療活動

を支援するためのものです。希望される方は福祉保健課に、申請書を提出してください。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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歯科健康診査（歯周疾患検診）のお知らせ

　町では、歯の喪失原因となる歯周病などの歯周疾患を早期に発見しその進行を防ぎ、歯の健康を保つた

めに、町内の歯科医師による健康診査をつぎのとおり実施しています。

〔対象者〕町内に住所を有する方で、令和７年４月１日現在、２０歳以上の方

〔実施期間・回数〕令和８年３月３１日（火）までの期間内に１回

〔内容〕問診・口腔内検査・予防指導　〔費用〕無料、予約制（臨時休診あり）

〔申込方法〕実施医療機関に直接お申し込みください。〔実施医療機関〕古里歯科診療所　☎８５－２３６６

曜日 午前 午後
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木 × ×

金 ９：００～１２：００ １４：３０～１９：００

土 × ×

日 ９：００～１２：００ ×

祝日 ９：００～１２：００ ×

＊日曜・祝日は午前のみ

＊変更などにより診療時間・休診日等が記載と異なる場合がありますのでご注意ください。

＊電話でのお申し込み、その他お問い合わせも診療時間内のみの対応となります。

※その他、各種健診の問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

　　マイナンバーカードに関する手続は予約制です
　マイナンバーカードに関する手続（申請、受取、電子証明書更新など）は住民課で予約制

にて行っています。

〔受付時間〕

　平日の午前９時から１１時まで、午後１時３０分から４時まで

　＊土曜日、日曜日、祝日は窓口を開設していません。（夜間または休日窓口開設時を除く）

　＊予約をされずに来庁された場合、お手続きができなかったり、

　　お待ちいただく場合がありますので、ご注意ください。

　＊仕事や学校等で平日日中の来庁が難しい場合は、ご相談ください。

※予約・問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

救急医療情報キット支給

　町では、町内在住の６５歳以上の方で、一人暮らしの方、高齢者のみでお住まいの方または日中や

夜間に独居となる方を対象に、救急時に必要な医療情報をあらかじめ保管しておくことができる、「救

急医療情報キット」を支給しています。

　この「救急医療情報キット」とは、あらかじめ所定の用紙に、住所、氏名、年齢の他、既往歴、か

かりつけ医療機関、緊急連絡先などを記入し、所定の保管場所に常備して、救急時の適切な医療活動

を支援するためのものです。希望される方は福祉保健課に、申請書を提出してください。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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フライパン１つで！鮭のちゃんちゃん風焼き
材料（２人分）

・生鮭　　　　　  　160ｇ（2切れ）

・塩　　　  　　　　少々

・ごま油　　　　  　適量

・すりおろしにんにく　3ｇ

【Ａ】

・キャベツ　　　　　160ｇ

・玉ねぎ　         150ｇ（1個）

・にんじん　        60ｇ（1/4個）

・ピーマン　        40ｇ（1個）

・塩　こしょう      少々

【Ｂ】   

・みそ　　　　      36ｇ（大さじ 2）

・みりん　          24ｇ（大さじ 2）

・酒　             20ｇ（小さじ 4）

【作り方】
１．キャベツは 1口大に、玉ねぎは 1cm幅の薄
　　切りに、にんじん・ピーマンは千切りにする。
２．生鮭に塩をふる。フライパンを中火で熱
　　してごま油を引き、生鮭を入れる。
３．片面に焼き色がついたら裏返し、蓋をし
　　て中火～弱火で 8分ほど蒸し焼きにする。
　　鮭に火が通ったら皿に取り出しておく。
４．同じフライパンに再度ごま油とにんにく
　　を加えて加熱する。にんにくの香りがし
　　たら材料【Ａ】を加えて炒める。
５．野菜に火が通ったら鮭をフライパンに戻
　　し、調味料【Ｂ】を混ぜ合わせたものを全
　　体にかけ、弱火にして 1～ 2分蓋をして蒸
　　し焼きにする。
○１人分の栄養価
　エネルギー　262Kcal　たんぱく質　22.3 ｇ
　脂質　　　　6.6 ｇ　　炭水化物　　24.5 ｇ
　食塩相当量　3.1 ｇ

　★食育コラム～多様な食品を組み合わせましょう～★

　　 食品に含まれる栄養素と量は、食品ごとに異なります。必要な栄養素を必要なだけとるためには、

　 色々な食品を組み合わせて食べることが大切です。主食、主菜、副菜の揃った食事を心がけることで、

   自然とバランス良く栄養素をとることができます。

ウエルカムランチ  
～保育園児の日頃の様子を見学・保育園の給食を体験してみませんか？～

「
食
育
ひ
ろ
ば
」
そ
の
210
♪

日　　　　　時 会　 場 対　 象 人　 数 参 加 費

１１月１１日（火）
午前１１時２０分集合

午後１時頃終了

古里保育園

原則５０歳以上
２～３名

（先着順）
１人４００円

１１月１９日（水） 氷川保育園

「元気アップおくたま事業」

  「元気アップおくたま事業」では、各地区

の健康課題に合わせた講話や体操、調理実習

などのプログラムにより、みなさんの健康意

識を高めるサポートをします。「元気アップ」

のための、情報が得られるよい機会ですので、

みなさんお誘いあわせのうえ、ぜひご参加くだ

さい。

　〔日時・会場・内容〕カレンダー参照

　＊プログラムは各月で異なります。

　＊調理実習は事前申し込み制です。

　　持ち物は、エプロン、三角巾、手拭き用

　　タオル、飲み物

「筋力向上トレーニング講習会」

〔日時〕参加希望者と日程調整

〔会場〕福祉会館２階　機能訓練室

〔参加資格〕町内在住・在勤の４０歳以上の方

〔持ち物〕運動用上履き、タオル、飲み物、

　　　　 動きやすい服装

　この講習会を受講し、受講者を含むグループ登録

をすることで、福祉会館の機能訓練室を利用するこ

とができます。

　参加希望者が数名集まった時に日程調整を行い、

随時開催しています。

　再受講の希望も受付ます。

※このページの内容の申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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～高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成のお知らせ～

　予防接種法に基づき、肺炎球菌によって引き起こされる感染症を予防し重症化を防ぐため、高齢者

の方への予防接種をつぎのとおり実施します。

　対象の方で今年度中に６５歳になる方は、誕生月の月末頃に通知と予診票を送付します。前年度中

に６５歳になった方は、６６歳の誕生日前日まで定期接種として接種可能ですので、接種をご希望の

方は保健福祉センターへご連絡ください。

　また、任意接種に当てはまる方で接種をご希望の方は、接種歴を確認後、予診票をお渡ししますの

で、保健福祉センターへご連絡ください。

種　類 助成額 対象者

定期接種

（町）
３，０００円

①６５歳の方。

②年度内に６０歳以上６５歳未満になる方で心臓、腎臓若しくは

　呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に

　障害を有する方。

＊これまでに１回以上接種したことがある方は、定期接種の対象

　となりません。

＊接種期間は６６歳の誕生日の前日まで。

任意接種

（町）
３，０００円

定期接種の対象者を除く６５歳以上の方で、過去の接種から５年

以上経過している方。

〔接種予約〕 接種を希望される方は、直接医療機関へ申し込みください。

〔接種場所〕 奥多摩病院　　☎８３－２１４５

　　　　　 双葉会診療所　☎８３－３４５４

　　　　　 古里診療所　　☎８５－８７５７

〔助成額〕 各医療機関の定める接種料金から、助成額を引いた金額を医療機関へお支払いください。

＊予診票が送付された方でも、５年以内に接種をしている方は受けることができませんので、その際

　は、予診票を破棄してください。

～人生１００年時代 健康トークイベント＆ウォーキング教室を開催します

（一財）東京マラソン財団スポーツレガシー事業
～マラソンレジェンド瀬古利彦の「笑顔と元気を届けよう！」～

〔日時〕１１月２２日（土）午後３時から（受付　午後２時３０分～）　

〔会場〕文化会館、古里小学校校庭（雨天時は体育館、雨天時上履持参）

〔内容〕文化会館で瀬古さんとオリンピアン川上優子さん（10,000ｍ日本代表）、MCに日本一走るアナウンサー

　　　長谷川朋加さんと人生100 年時代に向けてのふれあいトークショーを実施後、

　　　校庭でミニウォーキング教室

〔申し込み〕１１月１４日（金）まで 定員５０名（先着順）　〔参加費〕無料・参加記念品あり

＊申し込みフォームまたは電話で申し込みください。

＊ＰＲ動画を撮影しますので、予め被写体のご了承をお願いします。　　　　　　　　　申し込みフォーム

※このページの内容の申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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②年度内に６０歳以上６５歳未満になる方で心臓、腎臓若しくは

　呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に

　障害を有する方。

＊これまでに１回以上接種したことがある方は、定期接種の対象

　となりません。

＊接種期間は６６歳の誕生日の前日まで。

任意接種

（町）
３，０００円

定期接種の対象者を除く６５歳以上の方で、過去の接種から５年

以上経過している方。

〔接種予約〕 接種を希望される方は、直接医療機関へ申し込みください。

〔接種場所〕 奥多摩病院　　☎８３－２１４５

　　　　　 双葉会診療所　☎８３－３４５４

　　　　　 古里診療所　　☎８５－８７５７

〔助成額〕 各医療機関の定める接種料金から、助成額を引いた金額を医療機関へお支払いください。

＊予診票が送付された方でも、５年以内に接種をしている方は受けることができませんので、その際

　は、予診票を破棄してください。

～人生１００年時代 健康トークイベント＆ウォーキング教室を開催します

（一財）東京マラソン財団スポーツレガシー事業
～マラソンレジェンド瀬古利彦の「笑顔と元気を届けよう！」～

〔日時〕１１月２２日（土）午後３時から（受付　午後２時３０分～）　

〔会場〕文化会館、古里小学校校庭（雨天時は体育館、雨天時上履持参）

〔内容〕文化会館で瀬古さんとオリンピアン川上優子さん（10,000ｍ日本代表）、MCに日本一走るアナウンサー

　　　長谷川朋加さんと人生100 年時代に向けてのふれあいトークショーを実施後、

　　　校庭でミニウォーキング教室

〔申し込み〕１１月１４日（金）まで 定員５０名（先着順）　〔参加費〕無料・参加記念品あり

＊申し込みフォームまたは電話で申し込みください。

＊ＰＲ動画を撮影しますので、予め被写体のご了承をお願いします。　　　　　　　　　申し込みフォーム

※このページの内容の申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

フライパン１つで！鮭のちゃんちゃん風焼き
材料（２人分）

・生鮭　　　　　  　160ｇ（2切れ）

・塩　　　  　　　　少々

・ごま油　　　　  　適量

・すりおろしにんにく　3ｇ

【Ａ】

・キャベツ　　　　　160ｇ

・玉ねぎ　         150ｇ（1個）

・にんじん　        60ｇ（1/4個）

・ピーマン　        40ｇ（1個）

・塩　こしょう      少々

【Ｂ】   

・みそ　　　　      36ｇ（大さじ 2）

・みりん　          24ｇ（大さじ 2）

・酒　             20ｇ（小さじ 4）

【作り方】
１．キャベツは 1口大に、玉ねぎは 1cm幅の薄
　　切りに、にんじん・ピーマンは千切りにする。
２．生鮭に塩をふる。フライパンを中火で熱
　　してごま油を引き、生鮭を入れる。
３．片面に焼き色がついたら裏返し、蓋をし
　　て中火～弱火で 8分ほど蒸し焼きにする。
　　鮭に火が通ったら皿に取り出しておく。
４．同じフライパンに再度ごま油とにんにく
　　を加えて加熱する。にんにくの香りがし
　　たら材料【Ａ】を加えて炒める。
５．野菜に火が通ったら鮭をフライパンに戻
　　し、調味料【Ｂ】を混ぜ合わせたものを全
　　体にかけ、弱火にして 1～ 2分蓋をして蒸
　　し焼きにする。
○１人分の栄養価
　エネルギー　262Kcal　たんぱく質　22.3 ｇ
　脂質　　　　6.6 ｇ　　炭水化物　　24.5 ｇ
　食塩相当量　3.1 ｇ

　★食育コラム～多様な食品を組み合わせましょう～★

　　 食品に含まれる栄養素と量は、食品ごとに異なります。必要な栄養素を必要なだけとるためには、

　 色々な食品を組み合わせて食べることが大切です。主食、主菜、副菜の揃った食事を心がけることで、

   自然とバランス良く栄養素をとることができます。

ウエルカムランチ  
～保育園児の日頃の様子を見学・保育園の給食を体験してみませんか？～

「
食
育
ひ
ろ
ば
」
そ
の
210
♪

日　　　　　時 会　 場 対　 象 人　 数 参 加 費

１１月１１日（火）
午前１１時２０分集合

午後１時頃終了

古里保育園

原則５０歳以上
２～３名

（先着順）
１人４００円

１１月１９日（水） 氷川保育園

「元気アップおくたま事業」

  「元気アップおくたま事業」では、各地区

の健康課題に合わせた講話や体操、調理実習

などのプログラムにより、みなさんの健康意

識を高めるサポートをします。「元気アップ」

のための、情報が得られるよい機会ですので、

みなさんお誘いあわせのうえ、ぜひご参加くだ

さい。

　〔日時・会場・内容〕カレンダー参照

　＊プログラムは各月で異なります。

　＊調理実習は事前申し込み制です。

　　持ち物は、エプロン、三角巾、手拭き用

　　タオル、飲み物

「筋力向上トレーニング講習会」

〔日時〕参加希望者と日程調整

〔会場〕福祉会館２階　機能訓練室

〔参加資格〕町内在住・在勤の４０歳以上の方

〔持ち物〕運動用上履き、タオル、飲み物、

　　　　 動きやすい服装

　この講習会を受講し、受講者を含むグループ登録

をすることで、福祉会館の機能訓練室を利用するこ

とができます。

　参加希望者が数名集まった時に日程調整を行い、

随時開催しています。

　再受講の希望も受付ます。

※このページの内容の申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。

日・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】観光施設イベントは町外からも来場可能

１５・土 ■パパヨガ（10:00 ～文化会館）→申込 11/10 〆・託児希望申し込み時

１６・日

１７・月 　ヘルシー体操（14:00 ～文化会館）

１８・火

１９・水

■ウエルカムランチ（11:30 ～氷川保育園：見学・給食試食）→１１㌻　前日〆先着順

　大沢自治会主催カレー会食会・元気アップおくたま事業

　（10:00 ～大沢生活改善センター：カレー会食会と健康講話）→１１㌻

２０・木

■高次脳機能障害相談（9:00 ～保健福祉センター）→８㌻　前日〆

■心理・発達相談（10:30 ～きこりん・徳井臨床心理士）→６㌻　前日〆

　元気アップおくたま事業

　（13:30 ～梅沢コミュニティセンター：理学療法士によるミニ体力測定）→１１㌻

２１・金

２２・土

２３・日

２４・月

２５・火
　元気アップおくたま事業

　（13:30 ～栃久保自治会館：人生１００歳時代のお口の健康講話）→１１㌻

２６・水

２７・木
　ヘルシー体操（10:00 ～福祉会館）

■高次脳機能障害相談（13:00 ～保健福祉センター）→８㌻　前日〆

２８・金 ■心理・発達相談（10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士）→６㌻　前日〆

２９・土 ■簡単・やさしいお食事作り講習会（9:30 ～保健福祉センター →先着順〆

３０・日

11 月 15 日～ 30 日 カレンダー

≪今月の納期　１２／１（月）≫　

　　固定資産税第３期分、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料　各第５期分

第３４回西多摩地域広域行政圏スポーツ大会スポーツフェスタ開催のお知らせ

　西多摩地域の８市町村合同で西多摩地域広域行政圏スポーツ大会・スポーツフェスタを開催します。

今年で３４回目を迎え、誰でも気軽に楽しめるニュースポーツを体験し、新しい「出会い」や「発見」

をしませんか。東京パラリンピック正式種目のゴールボールをはじめ、ボッチャなど８種目をスタン

プラリーで回り、体験後は各市町村の特産品などが当たる「くじ引き」を先着順で実施します。

〔日時〕１１月１５日（土）午前１０時～午後３時

〔会場〕横川観光ファインプラザ　体育室（あきる野市伊奈８５９－３）

＊申し込みは、不要。当日会場に直接お越しください。

〔主催〕西多摩地域広域行政圏スポーツ大会実行委員会

※問い合わせは 、檜原村教育委員会　教育課　☎０４２－５９８－１０１１

12No.863 令和 7年 11 月 5 日広 報 お く た ま

障害がある方も気楽に参加できるやさしい講習会です。障害がある方も気楽に参加できるやさしい講習会です。

～みなさんの申し込みをお待ちしています～～みなさんの申し込みをお待ちしています～

　〔対象者〕　

　　身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・愛の手帳などをお持ちの方、

　　もしくは同等の障害があると判断される方で、保健福祉センターに来られる方

　　＊参加申し込み後に、お身体の状況などを教えていただいて対応します。この講習会に

　　　ついて事前に説明をさせていただきます。

　　＊付き添いの方や介助の方の参加については、ご相談ください。

　　※申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

【簡単！やさしいお食事づくり講習会】

　〔日　時〕　１１月２９日（土）午前９時３０分～午後３時

　〔会　場〕　保健福祉センター　栄養指導室

　〔持ち物〕　参加費２００円、エプロン、三角巾、手拭き用タオル

【楽々筋力トレーニング】

　〔日　時〕　１２月７日（日）午後１時３０分～午後３時

　〔会　場〕　福祉会館２階　機能訓練室　〔持ち物〕　上履き、タオル、水分補給用の飲み物

　〔申込期間・時間〕 

　　①１１月　６日 (木 )午前８時３０分～１１月１４日（金）午後５時１５分　

　　②１２月　５日 (金 )午前８時３０分～１２月１２日（金）午後５時１５分　

　〔申し込み方法〕

　　電話または申込フォームからお申し込みください。

　　＊職員不在時は対応ができない場合があるため、申込フォームの利用をお勧めします。

　〔その他〕

　  ＊①ほとんど舗装された道ですが、歩きやすい靴でお越しください。双眼鏡をお持ちの方は

　　　　あると野鳥が観察し易いです。

　　＊②健脚コースはケーブル滝本駅から御嶽神社まで歩きます。ゆっくりコースはケーブルカー

　　　　を利用し、御嶽神社周辺を散策します。歩きやすい靴でお越しください。

　　＊実施日の１４日前に申し込みが７名未満の際は、ツアーが中止となる場合があります。

　　※申し込み、問い合わせは、一般財団法人おくたま地域振興財団　☎８３－８８５５

森林セラピー健康づくり事業 ～町民対象～

ツ  ア  ー  名 日　　　　程 参加費 定　員 申込フォーム

① 山のふるさと村でバードウォッチン  

　 グ＆餅つき体験＆しめ縄作り体験

１２月２５日（木）

9:20 ～ 15:30

５００円
２１名

（先着順）
② 御岳山ウォーク＆武蔵御嶽神社参拝

　（健脚コース／ゆっくりコース）有り

１月７日（水）

9:20 ～ 15:40
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１８・火

１９・水

■ウエルカムランチ（11:30 ～氷川保育園：見学・給食試食）→１１㌻　前日〆先着順

　大沢自治会主催カレー会食会・元気アップおくたま事業

　（10:00 ～大沢生活改善センター：カレー会食会と健康講話）→１１㌻

２０・木

■高次脳機能障害相談（9:00 ～保健福祉センター）→８㌻　前日〆

■心理・発達相談（10:30 ～きこりん・徳井臨床心理士）→６㌻　前日〆

　元気アップおくたま事業

　（13:30 ～梅沢コミュニティセンター：理学療法士によるミニ体力測定）→１１㌻

２１・金

２２・土

２３・日

２４・月

２５・火
　元気アップおくたま事業

　（13:30 ～栃久保自治会館：人生１００歳時代のお口の健康講話）→１１㌻

２６・水

２７・木
　ヘルシー体操（10:00 ～福祉会館）

■高次脳機能障害相談（13:00 ～保健福祉センター）→８㌻　前日〆

２８・金 ■心理・発達相談（10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士）→６㌻　前日〆

２９・土 ■簡単・やさしいお食事作り講習会（9:30 ～保健福祉センター →先着順〆

３０・日

11 月 15 日～ 30 日 カレンダー

≪今月の納期　１２／１（月）≫　

　　固定資産税第３期分、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料　各第５期分

第３４回西多摩地域広域行政圏スポーツ大会スポーツフェスタ開催のお知らせ

　西多摩地域の８市町村合同で西多摩地域広域行政圏スポーツ大会・スポーツフェスタを開催します。

今年で３４回目を迎え、誰でも気軽に楽しめるニュースポーツを体験し、新しい「出会い」や「発見」

をしませんか。東京パラリンピック正式種目のゴールボールをはじめ、ボッチャなど８種目をスタン

プラリーで回り、体験後は各市町村の特産品などが当たる「くじ引き」を先着順で実施します。

〔日時〕１１月１５日（土）午前１０時～午後３時

〔会場〕横川観光ファインプラザ　体育室（あきる野市伊奈８５９－３）

＊申し込みは、不要。当日会場に直接お越しください。

〔主催〕西多摩地域広域行政圏スポーツ大会実行委員会

※問い合わせは 、檜原村教育委員会　教育課　☎０４２－５９８－１０１１
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No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

令和６年度決算が認定されました

　令和６年度決算が９月開催の町議会定例会で認定されましたので、主な内容をお知らせします。

［一般会計］令和６年度の一般会計決算額は、歳入が72億 1955万 6千円、歳出が69億 9362万 4千円で、

収支差引額は 2 億 2593 万 2 千円、翌年度繰越財源はないため、実質収支額は収支差引額と同額とな

りました。前年度に比べて、歳入額は 1.7% の減、歳出額は 1.2% の減となりました。

【令和６年度一般会計決算額および構成比】

総総務務費費 1133億億88116644万万円円,,  1199..88%%

民民生生費費 1122億億33550033万万22千千円円,,  

1177..66%%

土土木木費費 1111億億77882211万万44千千円円,,  

1166..88%%

農農林林水水産産業業費費 99億億663311万万11千千円円,,  

1133..00%%

教教育育費費 55億億99002255万万円円,,  88..44%%

衛衛生生費費 55億億88880066万万77千千円円,,  

88..44%%

商商工工費費 55億億11553322万万44千千円円,,  

77..44%%

消消防防費費 33億億33668800万万44千千円円,,  

44..88%%

公公債債費費 11億億88001199万万33千千円円,,  

22..66%%
議議会会費費 88009955万万22千千円円,,  11..11%%

諸諸支支出出金金 8833万万77千千円円,,  00..11%%

歳歳出出

6699億億99336622万万

44千千円円

【歳入】

新型コロナウイルス感染症対策や物

価高騰対策への交付金の減などによ

り国庫支出金が大きく減となりまし

たが、依存財源合計は 54 億 3 千 7

百万円、歳入全体の 75% に達しまし

た。対して、自主財源で最も大きい

町税は、前年度から1千 2百万円の

減となりました。例年、町の歳入に占

める自主財源の割合は、全国の同規

模町村と比べても低い値となっています。

【歳出】

庁舎建設基本・実施設計業務委託や

川井松葉地内分譲地造成工事、水根

線災害防除工事の増などがありまし

たが、庁舎建設整備事業における物

件等補償費や住民税非課税世帯臨時

特別給付金、南平熊沢線道路新設工

事の減などにより、歳出総額は、前

年度と比較して8千 6百万円の減と

なりました。

【町税収入の推移】
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令令和和2年年度度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

決
算
状
況
①

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳歳入入

7722億億11995555万万

66千千円円

14No.863 令和 7年 11 月 5 日広 報 お く た ま

日 ・曜日 町民みなさん向けの内容　【☆】 観光施設などイベントは町外からも来場可能

１・月 　ヘルシー体操（14:00 ～福祉会館）

２・火

３・水

４・木

■高次脳機能障害相談（9:00 ～保健福祉センター）→ 8㌻　前日〆
■心理・発達相談（10:30 ～きこりん・徳井臨床心理士）→ 6㌻　前日〆
　元気アップおくたま事業
　（13:30 ～小丹波コミュニティセンター：健診結果の面談）→ 11 ㌻

５・金

６・土

７・日 ■楽々筋力トレーニング（13:30 ～福祉会館）→ 12 ㌻　先着順

８・月
　絵本といっしょ（11:00 ～きこりん）→ 6㌻

■税理士による相続税等無料相談（13:30 ～福祉会館）→ 8㌻　先着順〆

９・火

■高次脳機能障害相談（9:00 ～保健福祉センター）→ 8㌻　前日〆
■心理・発達相談（10:30 ～きこりん・鎌田臨床心理士）→ 6㌻　前日〆
　元気アップおくたま事業
　（13:30 ～大丹波会館：理学療法士によるミニ体力測定）→ 11 ㌻

１０・水 　1・２・４・５歳児歯科健診・乳幼児歯科相談（13:10 ～保健福祉センター）→ 24 ㌻

１１・木 　ヘルシー体操（10:00 ～文化会館）

１２・金
　３～４か月児健診（13:00 ～保健福祉センター）→ 24 ㌻

■離乳食相談会（14:00 ～保健センター）→ 8㌻・12/5 〆

１３・土
■ファミサポ病後児会員研修「講演会：包括的性教育♥私も大事！あなたも大事！♥」

　（13:30 ～文化会館）→ 6㌻申込〆・託児希望申込〆 12/8

１４・日

１５・月
■高次脳機能障害相談（9:00 ～保健福祉センター）→ 8㌻　前日〆

　ヘルシー体操（14:00 ～福祉会館）

＜１２月末までの主なイベント＞

１６日（火）　 元気アップおくたま事業

　　　　　　　（13：30 ～丹三郎生活館：理学療法士によるミニ体力測定）→ 11 ㌻

　　　　　　■ウエルカムランチ（11：30 ～古里保育園：見学・給食試食）前日〆先着順

１７日（水）　 元気アップおくたま事業（10：00 ～白丸生活館：保健師による健康講話）→ 11 ㌻

　　　　　　■ウエルカムランチ（11：30 ～氷川保育園：見学・給食試食）前日〆先着順

１８日（木）■心理・発達相談（10：30 ～きこりん・徳井臨床心理士）→６㌻前日〆

　　　　　　　元気アップおくたま事業（10：00 ～福祉会館：保健師による健康講話）→ 11 ㌻

１９日（金）■心理・発達相談（10：30 ～きこりん・鎌田臨床心理士）→６㌻前日〆

町内開催の行事・各種相談を掲載。「■」は

事前申込が必要、「→㌻」は詳細の記事あり。
12 月 1 日～ 15 日 カレンダー

カ
ッ
ト
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No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

令和６年度決算が認定されました

　令和６年度決算が９月開催の町議会定例会で認定されましたので、主な内容をお知らせします。

［一般会計］令和６年度の一般会計決算額は、歳入が72億 1955万 6千円、歳出が69億 9362万 4千円で、

収支差引額は 2 億 2593 万 2 千円、翌年度繰越財源はないため、実質収支額は収支差引額と同額とな

りました。前年度に比べて、歳入額は 1.7% の減、歳出額は 1.2% の減となりました。

【令和６年度一般会計決算額および構成比】

総総務務費費 1133億億88116644万万円円,,  1199..88%%

民民生生費費 1122億億33550033万万22千千円円,,  

1177..66%%

土土木木費費 1111億億77882211万万44千千円円,,  

1166..88%%

農農林林水水産産業業費費 99億億663311万万11千千円円,,  

1133..00%%

教教育育費費 55億億99002255万万円円,,  88..44%%

衛衛生生費費 55億億88880066万万77千千円円,,  

88..44%%

商商工工費費 55億億11553322万万44千千円円,,  

77..44%%

消消防防費費 33億億33668800万万44千千円円,,  

44..88%%

公公債債費費 11億億88001199万万33千千円円,,  

22..66%%
議議会会費費 88009955万万22千千円円,,  11..11%%

諸諸支支出出金金 8833万万77千千円円,,  00..11%%

歳歳出出

6699億億99336622万万

44千千円円

【歳入】

新型コロナウイルス感染症対策や物

価高騰対策への交付金の減などによ

り国庫支出金が大きく減となりまし

たが、依存財源合計は 54 億 3 千 7

百万円、歳入全体の 75% に達しまし

た。対して、自主財源で最も大きい

町税は、前年度から1千 2百万円の

減となりました。例年、町の歳入に占

める自主財源の割合は、全国の同規

模町村と比べても低い値となっています。

【歳出】

庁舎建設基本・実施設計業務委託や

川井松葉地内分譲地造成工事、水根

線災害防除工事の増などがありまし

たが、庁舎建設整備事業における物

件等補償費や住民税非課税世帯臨時

特別給付金、南平熊沢線道路新設工

事の減などにより、歳出総額は、前

年度と比較して8千 6百万円の減と

なりました。

【町税収入の推移】
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繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%
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5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金
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3億313万9千円, 4.2%
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7722億億11995555万万

66千千円円
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No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

令和６年度決算が認定されました

　令和６年度決算が９月開催の町議会定例会で認定されましたので、主な内容をお知らせします。

［一般会計］令和６年度の一般会計決算額は、歳入が72億 1955万 6千円、歳出が69億 9362万 4千円で、

収支差引額は 2 億 2593 万 2 千円、翌年度繰越財源はないため、実質収支額は収支差引額と同額とな

りました。前年度に比べて、歳入額は 1.7% の減、歳出額は 1.2% の減となりました。

【令和６年度一般会計決算額および構成比】

総総務務費費 1133億億88116644万万円円,,  1199..88%%

民民生生費費 1122億億33550033万万22千千円円,,  

1177..66%%

土土木木費費 1111億億77882211万万44千千円円,,  

1166..88%%

農農林林水水産産業業費費 99億億663311万万11千千円円,,  
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教教育育費費 55億億99002255万万円円,,  88..44%%

衛衛生生費費 55億億88880066万万77千千円円,,  

88..44%%

商商工工費費 55億億11553322万万44千千円円,,  
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消消防防費費 33億億33668800万万44千千円円,,  
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議議会会費費 88009955万万22千千円円,,  11..11%%

諸諸支支出出金金 8833万万77千千円円,,  00..11%%
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【歳入】

新型コロナウイルス感染症対策や物

価高騰対策への交付金の減などによ

り国庫支出金が大きく減となりまし

たが、依存財源合計は 54 億 3 千 7

百万円、歳入全体の 75% に達しまし

た。対して、自主財源で最も大きい

町税は、前年度から1千 2百万円の

減となりました。例年、町の歳入に占

める自主財源の割合は、全国の同規

模町村と比べても低い値となっています。

【歳出】

庁舎建設基本・実施設計業務委託や

川井松葉地内分譲地造成工事、水根

線災害防除工事の増などがありまし

たが、庁舎建設整備事業における物

件等補償費や住民税非課税世帯臨時

特別給付金、南平熊沢線道路新設工

事の減などにより、歳出総額は、前

年度と比較して8千 6百万円の減と

なりました。

【町税収入の推移】

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町町民民一一人人当当りりのの町町税税収収入入額額 町町民民一一人人当当りりのの歳歳出出額額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令令和和６６年年度度

令令和和５５年年度度

令令和和４４年年度度

令令和和3年年度度

令令和和2年年度度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

決
算
状
況
①

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳歳入入

7722億億11995555万万

66千千円円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

総務費 13億8164万円, 19.8%

民生費 12億3503万2千円, 

17.6%

土木費 11億7821万4千円, 

16.8%

農林水産業費 9億631万1千円, 

13.0%

教育費 5億9025万円, 8.4%

衛生費 5億8806万7千円, 

8.4%

商工費 5億1532万4千円, 

7.4%

消防費 3億3680万4千円, 

4.8%

公債費 1億8019万3千円, 

2.6%
議会費 8095万2千円, 1.1%

諸支出金 83万7千円, 0.1%

歳出

69億9362万

4千円

144,730 円

1,556,907 円

0 円

200,000 円

400,000 円

600,000 円

800,000 円

1,000,000 円

1,200,000 円

1,400,000 円

1,600,000 円

1,800,000 円

町民一人当りの町税収入額 町民一人当りの歳出額

町民一人当りの町税収入額及び歳出額

212

223

238

231

239

394

394

399

390

406

45

46

47

46

45

0 100 200 300 400 500 600 700 800

令和６年度

令和５年度

令和４年度

令和3年度

令和2年度

町民税 固定資産税 その他 (単位：百万円)

町税

6億5012万6千円, 9.0%

諸収入

4億7842万8千円, 6.6%

繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等

7456万1千円, 1.1%

町債

3608万9千円, 0.5%

歳入

72億1955万

6千円

15

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

令和６年度決算が認定されました

　令和６年度決算が９月開催の町議会定例会で認定されましたので、主な内容をお知らせします。

［一般会計］令和６年度の一般会計決算額は、歳入が72億 1955万 6千円、歳出が69億 9362万 4千円で、

収支差引額は 2 億 2593 万 2 千円、翌年度繰越財源はないため、実質収支額は収支差引額と同額とな

りました。前年度に比べて、歳入額は 1.7% の減、歳出額は 1.2% の減となりました。

【令和６年度一般会計決算額および構成比】

総総務務費費 1133億億88116644万万円円,,  1199..88%%

民民生生費費 1122億億33550033万万22千千円円,,  

1177..66%%

土土木木費費 1111億億77882211万万44千千円円,,  

1166..88%%

農農林林水水産産業業費費 99億億663311万万11千千円円,,  

1133..00%%

教教育育費費 55億億99002255万万円円,,  88..44%%

衛衛生生費費 55億億88880066万万77千千円円,,  

88..44%%

商商工工費費 55億億11553322万万44千千円円,,  

77..44%%

消消防防費費 33億億33668800万万44千千円円,,  

44..88%%

公公債債費費 11億億88001199万万33千千円円,,  

22..66%%
議議会会費費 88009955万万22千千円円,,  11..11%%

諸諸支支出出金金 8833万万77千千円円,,  00..11%%

歳歳出出

6699億億99336622万万

44千千円円

【歳入】

新型コロナウイルス感染症対策や物

価高騰対策への交付金の減などによ

り国庫支出金が大きく減となりまし

たが、依存財源合計は 54 億 3 千 7

百万円、歳入全体の 75% に達しまし

た。対して、自主財源で最も大きい

町税は、前年度から1千 2百万円の

減となりました。例年、町の歳入に占

める自主財源の割合は、全国の同規

模町村と比べても低い値となっています。

【歳出】

庁舎建設基本・実施設計業務委託や

川井松葉地内分譲地造成工事、水根

線災害防除工事の増などがありまし

たが、庁舎建設整備事業における物

件等補償費や住民税非課税世帯臨時

特別給付金、南平熊沢線道路新設工

事の減などにより、歳出総額は、前

年度と比較して8千 6百万円の減と

なりました。

【町税収入の推移】
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町税
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諸収入
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繰越金

2億6171万1千円, 3.6%

繰入金

1億8351万4千円, 2.6%

使用料及び手数料

1億3236万4千円, 1.8%

財産収入

5120万5千円, 0.7%

寄付金

1939万9千円, 0.3%

分担金及び負担金

556万1千円, 0.1%都支出金

26億3509万9千円, 

36.5%

地方交付税

21億8319万1千円, 

30.2%

国庫支出金

3億313万9千円, 4.2%

地方消費税交付金

1億2366万8千円, 1.7%

地方譲与税

8150万1千円, 1.1%

利子割交付金等
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歳歳入入

7722億億11995555万万

66千千円円
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決
算
状
況
③

だ
れ
で
も
カ
フ
ェ
奥
多
摩

　河川の水質保全や公衆衛生の向上を図るため、下水道事業および浄化槽事業を実施しています。

　令和６年度の下水道の管路延長は95,790 ｍであり、水洗化率は92.0％で前年度比 0.3％の増と

なり、有収水量は453,058㎥で前年度比 7,139㎥の減となりました。

　収益的収支については、収入５億８１８５万２千円、支出５億３１３１万９千円となりました。

当期純利益は５億５３２２万２千円となりました。資本的収支については、収入２億６５０５万９千円、

支出３億８７２１万５千円となりました。

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

【令和６年度下水道事業会計決算】

収　　入 支　　出

科　　目 決 算 額 科　　目 決 算 額

営 業 収 益 76,711 営 業 費 用 476,227

営業外収益 505,141 営業外費用 43,850

特 別 利 益 0 特 別 損 失 11,242

合　　計 581,852 合　　計 531,319

　　【収益的収入および支出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　　【資本的収入および支出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

収　　入 支　　出

科　　目 決 算 額 科　　目 決 算 額

他会計補助金 140,000 建設改良費 123,540

補助金

125,059

（国：2,547）

（都：122,512）

企業債償還金 263,675

合　　計 265,059 合　　計 387,215
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【積立基金の推移】
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観光施設等整備基金④ 社会福祉・教育文化基金⑤ 庁舎建設基金⑥

学校教育施設整備基金⑦ 森林環境整備基金⑧ 防災減災基金⑨

(単位：百万円)

グラフ左から①、②、③・・・となります。

　積立基金（町の貯金）の現在高は、地方交付税の交付増などにより積み増すことができました。しか

しながらこれらの積立基金は、奥多摩処理区下水道整備事業に要した起債（借金）の償還（返済）や

役場庁舎をはじめとする公共施設などの老朽化対策費用の財源として活用していく状況にあります。

　町では、自前で確保できる収入（自主財源）に比べ歳出が非常に大きい状況にあり、財源依存して

いる国や東京都の今後の財政状況によっては、厳しい財政運営を強いられる可能性があります。

【令和６年度特別会計決算総括表】

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０

会　　計　　名 歳入決算額 歳出決算額 収支差引額

都民の森管理運営事業特別会計 ９１９２万８千円 ７７７６万５千円 １４１６万３千円

山のふるさと村管理運営事業特別会計 １億８０８６万３千円 １億６７７７万９千円 １３０８万４千円

国民健康保険特別会計 ６億７８０９万６千円 ６億４４１２万６千円 ３３９７万円

後期高齢者医療特別会計 ２億４１００万１千円 ２億３３４０万６千円 ７５９万５千円

介護保険特別会計 ８億５２６１万５千円 ８億４５６２万８千円 ６９８万７千円

合　　　　　　計 ２０億４４５０万３千円 １９億６８７０万４千円 ７５７９万９千円

　特別会計は令和６年度から下水道事業会計が公営企業会計に移行したため、5つの会計となりました。

特別会計の決算額（合計）は、前年度に比べて歳入で1.0%、歳出で 0.4% の増となっています。主な増要因は、
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　町では、自前で確保できる収入（自主財源）に比べ歳出が非常に大きい状況にあり、財源依存して

いる国や東京都の今後の財政状況によっては、厳しい財政運営を強いられる可能性があります。
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特別会計の決算額（合計）は、前年度に比べて歳入で1.0%、歳出で 0.4% の増となっています。主な増要因は、
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特別会計の決算額（合計）は、前年度に比べて歳入で1.0%、歳出で 0.4% の増となっています。主な増要因は、

山のふるさと村において設備の老朽化に伴う修繕費が増となったことによるものです。
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　河川の水質保全や公衆衛生の向上を図るため、下水道事業および浄化槽事業を実施しています。

　令和６年度の下水道の管路延長は95,790 ｍであり、水洗化率は92.0％で前年度比 0.3％の増と

なり、有収水量は453,058㎥で前年度比 7,139㎥の減となりました。

　収益的収支については、収入５億８１８５万２千円、支出５億３１３１万９千円となりました。

当期純利益は５億５３２２万２千円となりました。資本的収支については、収入２億６５０５万９千円、

支出３億８７２１万５千円となりました。

※問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

【令和６年度下水道事業会計決算】

収　　入 支　　出

科　　目 決 算 額 科　　目 決 算 額

営 業 収 益 76,711 営 業 費 用 476,227

営業外収益 505,141 営業外費用 43,850

特 別 利 益 0 特 別 損 失 11,242

合　　計 581,852 合　　計 531,319

　　【収益的収入および支出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　　【資本的収入および支出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

収　　入 支　　出

科　　目 決 算 額 科　　目 決 算 額

他会計補助金 140,000 建設改良費 123,540

補助金

125,059

（国：2,547）

（都：122,512）

企業債償還金 263,675

合　　計 265,059 合　　計 387,215
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他会計補助金 140,000 建設改良費 123,540
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町と「見守り協定」を締結しているコープみらいでは、今回「だれでもカフェ奥多摩」と「歩行年齢測
定会」を同時開催します。「歩行年齢測定会」は測定後に結果説明もあります。動きやすい服装や歩きや
すい靴でお越しください。
また同時開催の「だれでもカフェ奥多摩」では
今回ポチ袋を作ります。
どちらか一方だけでもご参加いただけます。

【日時】 １１１１月２２００日（木）１０：３０～１２：００

（測定会のみ１１：３０受付締め切り）

【会場】 奥多摩町福祉会館 ２階 会議室

【参加費】 無料 （どちらか一方だけの参加 ）

【申込不要】 直接会場へお越しください。

【問い合わせ】 奥多摩町地域包括支援センター ☏☏ ００４４２２８８ ８８３３ ８８５５５５５５

※この活動はコープの子育て・高齢者支援事業の一つで、地域の居場所づくりを目的としており、営利を目的としている
ものではありません。※この事業は奥多摩町地域包括支援センターが協力しています。

ポチ袋を作ります

写写真真ははイイメメーージジでですす

＆＆
同時開催

歩行年齢測定会
だれでもカフェは
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令和６年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率の公表

　平成１９年６月に公布されました「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」では、

地方公共団体は毎年度、財政の健全性に関する比率を算定し、その算定資料とともに監査委員の審査に

付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。

　令和６年度決算に基づき算定した奥多摩町の比率は下記のとおりです。いずれも基準以下（健全段階）

となりました。

＜健全化判断比率＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

区　　　　　分

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

一般会計などの
実 質 赤 字 額 の
標 準 財 政 規 模
に 対 す る 比 率

全 て の 会 計 の
実 質 赤 字 額 の
標 準 財 政 規 模
に 対 す る 比 率

公 債 費 お よ び
公債費に準じた
経費の標準財政
規模に対する比率

地方債残高のほか一般会計
などが将来負担すべき
実質的な負担の標準財政
規 模 に 対 す る 比 率

奥  多  摩  町 ― ― 　７．２ 　　―　

早期健全化基準

（イエローカード）
１５．００ ２０.００ ２５．０ ３５０．０

財政再生基準

（レッドカード）
２０．００ ３０．００ ３５．０

＜資金不足比率＞　　　　　　　　　　                          

公営企業ごとの資金不足の比率（右表：単位：％）

＊資金不足がないため「―」と表示しています。

区　　分 資金不足比率 経営健全化基準

病 院 事 業 会 計 ― ２０．０

下 水 道 事 業 会 計 ― ２０．０

【健全化判断比率の推移】

＊「実質赤字比率」および「連結実質赤字比率」については、赤字でないため「―」と表示しています。

＊「将来負担比率」については、将来負担額を充当可能財源 (基金など )が上回ったため「―」と表示しています。

＊「標準財政規模」とは、町の標準的な状態で通常収入が見込まれる経常的一般財源 (税などの使途の特定されていな

　い財源 )の規模を示す指標です。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０
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収　　　入 支　　　出

科　目 決 算 額 科　 目 決 算 額

医 業 収 益 308,472 医 業 費 用 524,399

医業外収益 187,682 医業外費用 3,628

特 別 利 益 0 特 別 損 失 0

合　　計 496,154 合　　計 528,027

収　　　入 支　　　出

科　目 決 算 額 科　 目 決 算 額

町 支 出 金 45,000 建設改良費 66,832

国庫支出金  1,100 企業債償還金 5,500

都 支 出 金 1,923

合　　計 48,023 合　　計 72,332

【利用患者数】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 単位：人）

区     分 総合診療科 日　原 峰　谷 計

入

院

延患者数 (人） 5,240 - -  5,240

１日平均患者数（人）  14.4 - -   14.4

比    率（％） 　100.0　 - -    100.0　

外

来

延患者数（人） 8,937 119(37) 214(70)  9,270

１日平均患者数（人）  36.8 3.2 3.1   43.1

比    率（％） 　 96.4　   1.3　   2.3　    100.0　
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【資本的収入および支出】　　　　　 　 （単位：千円）

＊外来の 1日平均患者数は、休日を除く 243 日で計算。但し、各診療所については、診療実日数（　）内により計算した。
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～手手作作りり作作品品展展示示・・販販売売会会～ 
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月４４日日 木
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ここのの作作品品をを作作りりまますす  
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決
算
状
況
⑤

令和６年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率の公表

　平成１９年６月に公布されました「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」では、

地方公共団体は毎年度、財政の健全性に関する比率を算定し、その算定資料とともに監査委員の審査に

付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。

　令和６年度決算に基づき算定した奥多摩町の比率は下記のとおりです。いずれも基準以下（健全段階）

となりました。

＜健全化判断比率＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

区　　　　　分

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

一般会計などの
実 質 赤 字 額 の
標 準 財 政 規 模
に 対 す る 比 率

全 て の 会 計 の
実 質 赤 字 額 の
標 準 財 政 規 模
に 対 す る 比 率

公 債 費 お よ び
公債費に準じた
経費の標準財政
規模に対する比率

地方債残高のほか一般会計
などが将来負担すべき
実質的な負担の標準財政
規 模 に 対 す る 比 率

奥  多  摩  町 ― ― 　７．２ 　　―　

早期健全化基準

（イエローカード）
１５．００ ２０.００ ２５．０ ３５０．０

財政再生基準

（レッドカード）
２０．００ ３０．００ ３５．０

＜資金不足比率＞　　　　　　　　　　                          

公営企業ごとの資金不足の比率（右表：単位：％）

＊資金不足がないため「―」と表示しています。

区　　分 資金不足比率 経営健全化基準

病 院 事 業 会 計 ― ２０．０

下 水 道 事 業 会 計 ― ２０．０

【健全化判断比率の推移】

＊「実質赤字比率」および「連結実質赤字比率」については、赤字でないため「―」と表示しています。

＊「将来負担比率」については、将来負担額を充当可能財源 (基金など )が上回ったため「―」と表示しています。

＊「標準財政規模」とは、町の標準的な状態で通常収入が見込まれる経常的一般財源 (税などの使途の特定されていな

　い財源 )の規模を示す指標です。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０
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観
光
産
業
課
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

 

～
青
梅
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
～

　

【
管
内
の
特
殊
詐
欺
被
害
】

　

令

和

７

年

９

月

末

現

在
、
管
内
で
特
殊
詐
欺
の

被

害

を

15

件

認

知

し

て

お

り

、

被

害

総

額

は

約

４
０
５
０
万
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。

【
息
子
や
孫
な
ど
の
親
族
を

装
っ
た
詐
欺
に
注
意
！
】

 

詐
欺
の
犯
人
は
、
子
供
や

孫
の
ふ
り
を
し
て
現
金
を

だ
ま
し
取
る
際
、
皆
さ
ん

に
様
々
な
指
示
を
し
ま
す
。

　
ま
ず
犯
人
は
、

○
会
社
の
金
を
横
領
し
た

○
会
社
の
大
事
な
書
類
を

な
く
し
て
し
ま
っ
た

　

○
喉
に
ガ
ン
が
で
き
た
。

な
ど
と
他
の
人
へ
相
談
し

づ
ら
い
よ
う
な
内
容
で
お

金
が
必
要
に
な
っ
た
旨
を

皆
さ
ん
に
申
し
向
け
、
「
警

察
に
知
ら
れ
た
ら
困
る
」
、

「
時
間
が
無
い
か
ら
銀
行
で

す
ぐ
に
下
ろ
せ
る
よ
う
に

●
●
代
と
警
察
に
は
、
言
っ

て
ほ
し
い
」
な
ど
と
言
い
、

金
融
機
関
職
員
の
方
や
警

察
に
対
し
て
お
金
を
下
ろ

す
理
由
を
尋
ね
ら
れ
た
際

の
口
実
を
レ
ク
チ
ャ
ー
し

ま
す
。

○
旅
行
費
用
と
し
て

○
お
墓
を
購
入
す
る
た
め

○
リ
フ
ォ
ー
ム
代
、
修
繕

費
用
と
し
て

○
財
産
整
理
と
し
て
自
宅

に

保

管

し

て

お

き

た

い
・

子
供
（
孫
）
の
結
婚
費
用
と

し
て

○
車
を
購
入
す
る
た
め

　

な
ど
が
多
く
見
ら
れ
る
内

容
で
す
。

　

家

族

の

た

め

を

思

い

、

犯
人
の
言
う
ま
ま
嘘
を
つ

い
て
し
ま
う
と
、
大
切
な

財
産
が
犯
人
の
手
に
渡
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。

　
ま
た
、
金
融
機
関
に
預

け
ず
、
自
宅
で
現
金
を
保

管
す
る
い
わ
ゆ
る
タ
ン
ス

預
金
も
、
一
度
騙
さ
れ
て

し
ま
う
と
す
ぐ
に
犯
人
の

手
に
お
金
が
渡
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
タ

ン
ス
預
金
は
空
き
巣
や
強

盗
被
害
に
も
繋
が
る
非
常

に
危
険
性
の
高
い
保
管
方

法
で
す
。

　
自
分
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、

ご
家
族
や
ご
友
人
も
被
害

に
遭
わ
な
い
よ
う
防
犯
意

識
を
高
め
合
い
ま
し
ょ
う
。

青
梅
警
察
署
　
防
犯
係
　

　
　
　 

☎
22
‐
０
１
１
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（
内
線
２
１
６
２
）
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し
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セ
ン
タ
ー
多
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】

　
雇
用
・
就
業
を
支
援
す
る
た

め
の
様
々
な
事
業
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp

s://w
ww.t

okyoshi

go
to.

jp/ta
ma/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＊
２
次
元
コ
ー
ド
参
照

※
問
い
合
わ
せ
は
、
観
光
産
業
課

　
　
　
　
　
☎
83-

２
２
９
５

サルの大量捕獲について

　町ではサル対策として、猟友会にご協力いただき追払いの実施をはじめ、電気柵購入費の補助、追

払い用花火の無償配付を行っていますが、現在の出没状況・農作物被害状況から、追払い中心の対策

では限界があり、サルの大規模捕獲を実施することになりました。

　大規模捕獲は、大型檻を設置して、数か月にわたりサルに餌付けした後、群れごとに捕獲する方法

となり、近隣住民の皆様のご理解・ご協力が必要不可欠です。

　今回は、小河内地区で餌付けや大型檻の設置を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。

　１２月７日（日）に、狛江市のエコルマホールにて第２４回多摩川流域郷土芸能フェスティバルが

開催されます。町からは、神庭神楽連が午後１時２５分から出演し、神楽を披露します。

　郷土芸能フェスティバル終了後は、各市町村の特産品が受け取れる「じゃんけん大会」も実施します。

　なお、狛江駅前にて午前１０時～午後２時まで第９回多摩川流域物産展も開催されます。各市町村

の特産品が販売されます。奥多摩町のブースでは奥多摩の特産品を販売します。

興味のある方は、ぜひ会場まで足をお運びください。

※上記の問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５

多摩川流域郷土芸能フェスティバル開催
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地籍調査の実施について
　町では、宅地周辺の土地を対象とした「地籍調査事業」を実施しています。

　この調査は平成１７年度から調査を開始し、今年度は氷川地区（大氷川の一部）の調査を予定しており、

調査対象の土地所有者のみなさんには後日、文書にてご案内しますので、ご理解とご協力をお願いします。

〇地籍調査とは

　人に関する記録として「戸籍」がありますが、これに対して土地に関する記録を「地籍」と言いま

す。地籍調査では、一筆ごとの土地について境界・所有者・地番・地目の調査および境界の位置・面

積の測量を行い、簿冊（地籍簿）と正しい地図（地籍図）を作成します。

〇地籍調査の必要性

　現在、登記所に備え付けられている登記簿や地図（公図）の多くは明治時代の地租改正時に作成さ

れた記録をもとにしており、長い年月を経た今日では、登記簿記載の面積が実際とは異なり、公図に

描かれた境界や形状が不明確であるため、土地の正確な情報を把握することが困難な場合が多い状況

にあります。このため地籍調査は、このような状況を改善し土地に関する記録（地籍）を明確にする

ために行う事業です。

〇地籍調査のメリット

　・土地トラブルの未然防止や土地取引の円滑化　・災害復旧の迅速化および防災対策

　・固定資産税の適正化　・土地所有者等の費用負担なし　・インフラ整備の促進

〇地籍調査の流れ

　①調査対象地所有者へお知らせ　

　②境界の確認（一筆地調査）

　　公図などを基に作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ねます。境界を挟んだ土地所有者

　の方々に双方の合意の上で土地の境界を確認していただき、土地の範囲を明らかにしていきます。

　＊地籍調査では、この一筆ごとの調査が大変重要になります。

　③境界の測量（地籍測量）

　　杭の設置や測量を行い、その結果を基に正確な地図（地籍図）を作成します。

　④結果の確認（閲覧）

　　作成した地籍図と地籍簿は一定の期間を設け土地所有者の方々に閲覧していただき確認を行いま

　す。ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

　⑤登記所へ送付

　　地籍調査の登記簿と地籍図（写し）が登記所に送付され、以降不動産登記の資料として活用されます。

※このページの内容の問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

野焼き（野外焼却）は原則禁止です！　

 ごみ（廃棄物）の野外焼却行為は法律で ｢ 原則禁止 ｣ になっています。状況によっては罰則の対象

になる場合があります。野焼きについての注意点は次のとおりです。

・ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は、野焼きと同じです

・小型焼却炉でごみを燃やすことも禁止されています

　町には野焼きによって「煙や悪臭で困っている」、「干していた洗濯物に煙の臭いがついてしまった」、

「火災の心配」などの苦情が寄せられています。

　近隣市町村では野焼きから、大規模な山林火災につながってしまった事例もあります。

　ごみは燃やさずに、分別ルールに従って、町の収集に出すようみなさんのご協力をお願いします。
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地籍調査の実施について
　町では、宅地周辺の土地を対象とした「地籍調査事業」を実施しています。

　この調査は平成１７年度から調査を開始し、今年度は氷川地区（大氷川の一部）の調査を予定しており、

調査対象の土地所有者のみなさんには後日、文書にてご案内しますので、ご理解とご協力をお願いします。

〇地籍調査とは

　人に関する記録として「戸籍」がありますが、これに対して土地に関する記録を「地籍」と言いま

す。地籍調査では、一筆ごとの土地について境界・所有者・地番・地目の調査および境界の位置・面

積の測量を行い、簿冊（地籍簿）と正しい地図（地籍図）を作成します。

〇地籍調査の必要性

　現在、登記所に備え付けられている登記簿や地図（公図）の多くは明治時代の地租改正時に作成さ

れた記録をもとにしており、長い年月を経た今日では、登記簿記載の面積が実際とは異なり、公図に

描かれた境界や形状が不明確であるため、土地の正確な情報を把握することが困難な場合が多い状況

にあります。このため地籍調査は、このような状況を改善し土地に関する記録（地籍）を明確にする

ために行う事業です。

〇地籍調査のメリット

　・土地トラブルの未然防止や土地取引の円滑化　・災害復旧の迅速化および防災対策

　・固定資産税の適正化　・土地所有者等の費用負担なし　・インフラ整備の促進

〇地籍調査の流れ

　①調査対象地所有者へお知らせ　

　②境界の確認（一筆地調査）

　　公図などを基に作成した資料を参考に、調査担当者が現地を訪ねます。境界を挟んだ土地所有者

　の方々に双方の合意の上で土地の境界を確認していただき、土地の範囲を明らかにしていきます。

　＊地籍調査では、この一筆ごとの調査が大変重要になります。

　③境界の測量（地籍測量）

　　杭の設置や測量を行い、その結果を基に正確な地図（地籍図）を作成します。

　④結果の確認（閲覧）

　　作成した地籍図と地籍簿は一定の期間を設け土地所有者の方々に閲覧していただき確認を行いま

　す。ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

　⑤登記所へ送付

　　地籍調査の登記簿と地籍図（写し）が登記所に送付され、以降不動産登記の資料として活用されます。

※このページの内容の問い合わせは、環境整備課　☎８３－２３６７

野焼き（野外焼却）は原則禁止です！　

 ごみ（廃棄物）の野外焼却行為は法律で ｢ 原則禁止 ｣ になっています。状況によっては罰則の対象

になる場合があります。野焼きについての注意点は次のとおりです。

・ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は、野焼きと同じです

・小型焼却炉でごみを燃やすことも禁止されています

　町には野焼きによって「煙や悪臭で困っている」、「干していた洗濯物に煙の臭いがついてしまった」、

「火災の心配」などの苦情が寄せられています。

　近隣市町村では野焼きから、大規模な山林火災につながってしまった事例もあります。

　ごみは燃やさずに、分別ルールに従って、町の収集に出すようみなさんのご協力をお願いします。
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　　杭の設置や測量を行い、その結果を基に正確な地図（地籍図）を作成します。
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　　作成した地籍図と地籍簿は一定の期間を設け土地所有者の方々に閲覧していただき確認を行いま

　す。ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

　⑤登記所へ送付

　　地籍調査の登記簿と地籍図（写し）が登記所に送付され、以降不動産登記の資料として活用されます。
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野焼き（野外焼却）は原則禁止です！　

 ごみ（廃棄物）の野外焼却行為は法律で ｢ 原則禁止 ｣ になっています。状況によっては罰則の対象

になる場合があります。野焼きについての注意点は次のとおりです。

・ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却は、野焼きと同じです

・小型焼却炉でごみを燃やすことも禁止されています

　町には野焼きによって「煙や悪臭で困っている」、「干していた洗濯物に煙の臭いがついてしまった」、

「火災の心配」などの苦情が寄せられています。

　近隣市町村では野焼きから、大規模な山林火災につながってしまった事例もあります。

　ごみは燃やさずに、分別ルールに従って、町の収集に出すようみなさんのご協力をお願いします。
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サルの大量捕獲について

　町ではサル対策として、猟友会にご協力いただき追払いの実施をはじめ、電気柵購入費の補助、追

払い用花火の無償配付を行っていますが、現在の出没状況・農作物被害状況から、追払い中心の対策

では限界があり、サルの大規模捕獲を実施することになりました。

　大規模捕獲は、大型檻を設置して、数か月にわたりサルに餌付けした後、群れごとに捕獲する方法

となり、近隣住民の皆様のご理解・ご協力が必要不可欠です。

　今回は、小河内地区で餌付けや大型檻の設置を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。

　１２月７日（日）に、狛江市のエコルマホールにて第２４回多摩川流域郷土芸能フェスティバルが

開催されます。町からは、神庭神楽連が午後１時２５分から出演し、神楽を披露します。

　郷土芸能フェスティバル終了後は、各市町村の特産品が受け取れる「じゃんけん大会」も実施します。

　なお、狛江駅前にて午前１０時～午後２時まで第９回多摩川流域物産展も開催されます。各市町村

の特産品が販売されます。奥多摩町のブースでは奥多摩の特産品を販売します。

興味のある方は、ぜひ会場まで足をお運びください。

※上記の問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５

多摩川流域郷土芸能フェスティバル開催
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サルの大量捕獲について

　町ではサル対策として、猟友会にご協力いただき追払いの実施をはじめ、電気柵購入費の補助、追

払い用花火の無償配付を行っていますが、現在の出没状況・農作物被害状況から、追払い中心の対策

では限界があり、サルの大規模捕獲を実施することになりました。

　大規模捕獲は、大型檻を設置して、数か月にわたりサルに餌付けした後、群れごとに捕獲する方法

となり、近隣住民の皆様のご理解・ご協力が必要不可欠です。

　今回は、小河内地区で餌付けや大型檻の設置を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。

　１２月７日（日）に、狛江市のエコルマホールにて第２４回多摩川流域郷土芸能フェスティバルが

開催されます。町からは、神庭神楽連が午後１時２５分から出演し、神楽を披露します。

　郷土芸能フェスティバル終了後は、各市町村の特産品が受け取れる「じゃんけん大会」も実施します。

　なお、狛江駅前にて午前１０時～午後２時まで第９回多摩川流域物産展も開催されます。各市町村

の特産品が販売されます。奥多摩町のブースでは奥多摩の特産品を販売します。

興味のある方は、ぜひ会場まで足をお運びください。

※上記の問い合わせは、観光産業課　☎８３－２２９５

多摩川流域郷土芸能フェスティバル開催
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奥
多
摩
病
院
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

　
奥
多
摩
病
院
で
は
、
整

形
外
科
を
含
む
全
て
の
診

察

を

総

合

診

療

科

に

て

行
っ
て
い
ま
す
。

　
総
合
診
療
科
と
は
、
「
身

近
に
あ
っ
て
、
何
で
も
相

談
に
の
っ
て
く
れ
る
総
合

的
な
医
療
」
の
こ
と
で
「
軽

い

め

ま

い

が

す

る

け

ど

、

貧
血
か
、
更
年
期
な
の
か
」

「
突
然
熱
が
出
た
け
ど
、
何

が

原

因

か

わ

か

ら

な

い

」

「
転
ん
で
足
腰
が
痛
い
」
な

ど
の
日
常
的
に
あ
る
、
あ

ら
ゆ
る
健
康
問
題
に
対
応

し
ま
す
。

　
整
形
外
科
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１１月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院 
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HIV・性感染症検査のご案内

　近年、東京都の梅毒患者報告数は、男性は２０～５０代、女性は２０代が多くを占めています。西

多摩保健所では「東京都エイズ予防月間」に合わせて、匿名・無料で HIV・性感染症検査を実施します。

　また、HIV/ エイズや性感染症に関する相談を随時受けています。ご心配なときには相談と検査を！

〔検査日時〕１２月２日（火）午後２時～３時　　〔結果日時〕１２月９日（火）午後２時～３時

　結果は直接ご本人へお伝えするため、両日とも来所できる方が検査可能です。証明書等の発行はしていません。

〔会場〕西多摩保健所２階

〔検査内容〕HIV・梅毒検査　＊希望者はクラミジア・淋菌の検査も実施できます。

　HIV 検査で正確な結果を得るために、感染機会があってから原則６０日以上経過してから受けるよ

うにしてください。

〔定員〕１５名　＊要予約　〔費用〕無料　〔予約受付期間〕１１月１８日（火）～１２月１日（月）

〔申込方法〕ホームぺージ（https://yoyaku.metro.tokyo.lg.jp/）

　　　　　 または　☎０５０－３８０１－５３０９　（＊午前１０時～午後８時）

※問い合わせ：西多摩保健所保健対策課　感染症対策担当　☎２２ー６１４１

東京都八王子都税事務所からのお知らせ

①１１月は個人事業税第２期分の納期です

　１２月１日（月）までにお納めください。納付される際は、キャッシュレス納税（口座振替、スマー

トフォン決済アプリによる納付、クレジットカード納付等）をぜひご活用ください。

　また、省エネ設備の取得に係る減免の申請も受け付けています。

※問い合わせは、八王子都税事務所　☎０４２－６４４－１１１１

②東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税（家屋）を減免します

　減免の対象と額は以下のとおり

・減免の対象：一定の要件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅

・減免割合：住宅に係る不動産取得税を最大で１０割

＊減免を受けるには申請が必要です。詳細は、東京都主税局ホームページをご覧いただくか、問い合

　わせください。

※問い合わせは、八王子都税事務所　☎０４２－６４４－１１１１

③都税の納税証明・評価証明等の申請には LoGo フォームをご活用ください

　証明書等の申請・手数料納付は、パソコンおよびスマートフォンから「LoGo フォーム」でお手続

が可能です。申請可能な証明等の種類、詳細な手続 Q&A については、東京都主税局ホームページをご

確認ください。

　厚生労働省では、１１月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険制度の周知およ

び加入促進に努めています。労働保険（労災保険・雇用保険）は、原則、一人でも従業員を雇ってい

る事業について加入が義務付けられます。まだ、加入していない事業主の方は、所在地管轄の労働基

準監督署・ハローワークで手続きを行ってください。

　詳しくは、青梅労働基準監督署または、ハローワーク青梅までお問い合わせください。

※問い合わせは、青梅労働基準監督署　労災課　☎２８－０３９２

　　　　　　　　ハローワーク青梅　雇用保険課適用係　☎２４ー８６２３

１１月は、「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
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１１月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院 

≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月・水・木・金曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○火曜日　　　午後2時～

　○金曜日　　　午後2時～

≪日原診療所≫

　○木曜日　　　午後2時～

　◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎８３－２１４５

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

  https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/okutamabyoin/index.html

■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。

■認知症外来（予約制）：認知症をご心配の方は、ご利用ください。

奥
多
摩
町
の
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況

町ホームページ

西多摩医師会からのお知らせ

　西多摩地域住民の方を対象とした健康講座を開催します。ぜひご参加ください。

〔日時〕１１月２９日（土） 午後２時～４時　（開場　午後１時３０分）

〔場所〕イオンモール日の出２階　イオンホール

〔内容〕【第１部】東京都相互理解のための対話促進支援事業　

　　　　 　　　 テーマ『（未定）』　西多摩医師会長  進藤　幸雄  先生

　　　 【第２部】 テーマ『 家族が認知症と診断されたら ･･･　～その時、あなたはどうするべきか～ 』

＊第２部では、奥多摩病院　院長　井上　大輔　先生が登壇し、

　「認知症と診断された後に医療機関がやってくれること～」についての講演を行います。

〔参加申込〕電話、メール(ishi-kai@nishitama-med.or.jp)

　　　　　 または下記の URLもしくは２次元コードよりお申し込みください。

【申込用 URL：https://forms.gle/yAzCUK4NDdkvdRXMA】

＊詳細は西多摩医師会ホームページ（右記　２次元コード）をご覧ください。

※問い合わせは、西多摩医師会　☎２３－２１７１

申込用

２次元コード

西多摩医師会

ホームページ

２次元コード

　
奥
多
摩
町
の
人
事
行
政
の
運
営
な
ど
に
お
け
る
公
平
性
お

よ
び
透
明
性
を
高
め
る
た
め
、
「
奥
多
摩
町
人
事
行
政
の
運

営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員
の
任
免
、
職
員
数
、
勤
務
条
件
な
ど
の
概
要
を
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し
た
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

23

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.863 2025 年 11 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

奥
多
摩
病
院
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か

　
奥
多
摩
病
院
で
は
、
整

形
外
科
を
含
む
全
て
の
診

察

を

総

合

診

療

科

に

て

行
っ
て
い
ま
す
。

　
総
合
診
療
科
と
は
、
「
身

近
に
あ
っ
て
、
何
で
も
相

談
に
の
っ
て
く
れ
る
総
合

的
な
医
療
」
の
こ
と
で
「
軽

い

め

ま

い

が

す

る

け

ど

、

貧
血
か
、
更
年
期
な
の
か
」

「
突
然
熱
が
出
た
け
ど
、
何

が

原

因
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」

「
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足
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が
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」
な

ど
の
日
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的
に
あ
る
、
あ

ら
ゆ
る
健
康
問
題
に
対
応

し
ま
す
。

　
整
形
外
科
の
診
療
内
容

で
も
対
応
し
て
お
り
ま
す
の

で
安
心
し
て
総
合
診
療
科
に

て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持

ち
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だ
さ
い
。
マ
イ
ナ
保

険
証
で
受
診
す
る
場
合
は

「
限
度
額
認
定
証
」
の
持
参

は
不
要
で
す
。

奥
多
摩
病
院
か
ら   

の
お
知
ら
せ 

１１月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院 

≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月・水・木・金曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○火曜日　　　午後2時～

　○金曜日　　　午後2時～

≪日原診療所≫

　○木曜日　　　午後2時～

　◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎８３－２１４５

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

  https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/okutamabyoin/index.html

■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。

■認知症外来（予約制）：認知症をご心配の方は、ご利用ください。

奥
多
摩
町
の
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況

町ホームページ

西多摩医師会からのお知らせ

　西多摩地域住民の方を対象とした健康講座を開催します。ぜひご参加ください。

〔日時〕１１月２９日（土） 午後２時～４時　（開場　午後１時３０分）

〔場所〕イオンモール日の出２階　イオンホール

〔内容〕【第１部】東京都相互理解のための対話促進支援事業　

　　　　 　　　 テーマ『（未定）』　西多摩医師会長  進藤　幸雄  先生

　　　 【第２部】 テーマ『 家族が認知症と診断されたら ･･･　～その時、あなたはどうするべきか～ 』

＊第２部では、奥多摩病院　院長　井上　大輔　先生が登壇し、

　「認知症と診断された後に医療機関がやってくれること～」についての講演を行います。

〔参加申込〕電話、メール(ishi-kai@nishitama-med.or.jp)

　　　　　 または下記の URLもしくは２次元コードよりお申し込みください。

【申込用 URL：https://forms.gle/yAzCUK4NDdkvdRXMA】

＊詳細は西多摩医師会ホームページ（右記　２次元コード）をご覧ください。

※問い合わせは、西多摩医師会　☎２３－２１７１

申込用

２次元コード

西多摩医師会

ホームページ

２次元コード
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１１月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院 

≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月・水・木・金曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○火曜日　　　午後2時～

　○金曜日　　　午後2時～

≪日原診療所≫

　○木曜日　　　午後2時～

　◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎８３－２１４５

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

  https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/okutamabyoin/index.html

■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。

■認知症外来（予約制）：認知症をご心配の方は、ご利用ください。
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　西多摩地域住民の方を対象とした健康講座を開催します。ぜひご参加ください。

〔日時〕１１月２９日（土） 午後２時～４時　（開場　午後１時３０分）

〔場所〕イオンモール日の出２階　イオンホール

〔内容〕【第１部】東京都相互理解のための対話促進支援事業　

　　　　 　　　 テーマ『（未定）』　西多摩医師会長  進藤　幸雄  先生

　　　 【第２部】 テーマ『 家族が認知症と診断されたら ･･･　～その時、あなたはどうするべきか～ 』

＊第２部では、奥多摩病院　院長　井上　大輔　先生が登壇し、

　「認知症と診断された後に医療機関がやってくれること～」についての講演を行います。

〔参加申込〕電話、メール(ishi-kai@nishitama-med.or.jp)

　　　　　 または下記の URLもしくは２次元コードよりお申し込みください。

【申込用 URL：https://forms.gle/yAzCUK4NDdkvdRXMA】

＊詳細は西多摩医師会ホームページ（右記　２次元コード）をご覧ください。

※問い合わせは、西多摩医師会　☎２３－２１７１
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関
係
機
関
か
ら
の

お
知
ら
せ

観
光
施
設
・
行
事
な
ど
の
お
知
ら
せ

【
奥
多
摩
都
民
の
森

　
　
　
　

  

体
験
教
室
】

詳
細
☟

①
冬
の
星
空
観
察
会
〈
１
泊
２
日
〉

〔
日
時
〕

12
月
13
日
（
土
）
～
14
日
（
日
）

対
象
者
：
小
学
生
以
上

　
　（
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
）

②
日
帰
り
御
前
山
歩
き
・
第
６

回
〈
日
帰
り
〉

〔
日
時
〕
12
月
20
日
（
土
）

対
象
者
：
中
学
生
以
上

〔
申
込
〕官
製
は
が
き
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
で

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

３
６
３
３

E
-
m
a
i
l
:
o
k
u
-
m
o
r
i
@
a
x
e
l
.

ocn.ne.jp

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
都

民
の
森
管
理
事
務
所

　
　
　
　
　
☎
83-

３
６
３
１

【
森
林
セ
ラ
ピ
ー
ツ
ア
ー
】

詳
細
☟

　
　
毎
月
第
１
日
曜
日
＆
第
３
木

曜
日
は
フ
ォ
レ
ス
ト 
フ
ォ
ー 

レ
ス
ト
　
奥
多
摩
森
林
セ
ラ

ピ
ー
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
ラ
ン

（FOREST for Rest)

【
登
山
・
観
光
ツ
ア
ー
】

①
登
山>

永
山
丘
陵
ハ
イ
キ
ン
グ

〔
歩
い
た
後
は
、
山
小
屋
風
の

王
道
喫
茶
で
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
〕

　
　
　
　
　
　
11
月
19
日（
水
）

②
観
光>

ふ
た
ご
座
流
星
群
観

察
会

　
　
　
　
　
12
月
13
日
（
土
）

★
「
町
民
割
引
価
格
」
あ
り
！

＊
各
ツ
ア
ー
と
も
参
加
費
用
が

発
生
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
一
般
財
団

法
人
お
く
た
ま
地
域
振
興
財
団

　
　
　
　
　
☎
83-

８
８
５
５

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

８
８
５
６

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://okutama-therapy.com/)

【
山
の
ふ
る
さ
と
村
】

詳
細
☟

①
山
里
の
冬
支
度

〔
日
時
〕

12
月
６
日
（
土
）
～
７
日
（
日
）

美
味
し
い
も
の
食
べ
て
、
温
泉

で
ほ
っ
こ
り
し
た
ら
冬
支
度
ス

タ
ー
ト
！

※
問
い
合
わ
せ
は
、
山
の
ふ
る

さ
と
村
管
理
事
務
所

　
　
　 

　 

☎
86-

２
５
５
６

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
86-

２
５
５
３

カ
ッ
ト

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め
に

10
万
円

　
師
岡

　
哲
哉

　
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　（
川

　
井
）

 
ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　

 

ご
ざ
い
ま
し
た

目　　　　的 件　数 金　額

　奥多摩の豊かな自然を活かした観光などの施設や自然環境　        
　の維持整備などのため 

　 ２０件   　 ７５５，０００円

　奥多摩のこどもたちへの教育や伝統文化の奨励などのため    １１件 　　 ２６５，０００円

　少子高齢化が進む奥多摩の福祉のため 　 　３件 　　 　５２，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    １９件 　　 ５９４，０００円

合　　計　  　５３件   １，６６６，０００円

～９月のふるさと納税額のお知らせ～ つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

母
子
健
診
日
程
表

○
１
・
２
・
４
・
５
歳
児
歯
科
健
診

（
令
和
２
・
３
・
５
・
６
年
11
月
生

ま
れ
）

〔
日
程
〕
12
月
10
日
（
水
）

〔
受
付
〕
午
後
１
時
10
分
～

　
　
　
　
　
　
　
　
１
時
20
分

〔
会
場
〕
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

○
乳
幼
児
歯
科
相
談

お
約
束
表
も
し
く
は
電
話
で
ご

予
約
さ
れ
た
方

○
３
～
４
か
月
児
健
診

〔
日
程
〕
12
月
12
日
（
金
）

〔
受
付
〕
午
後
１
時
10
分
～

　
　
　
　
　
　
　
　
１
時
20
分

〔
会
場
〕
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

個
別
通
知
が
届
い
た
方

○
３
歳
児
健
診

〔
日
程
〕
12
月
24
日
（
水
）

〔
受
付
〕
午
後
１
時
10
分
～

　
　
　
　
　
　
　
　
１
時
20
分

〔
会
場
〕
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

個
別
通
知
が
届
い
た
方

24No.863 令和 7年 11 月 5 日広 報 お く た ま

関
係
機
関
か
ら
の

お
知
ら
せ

観
光
施
設
・
行
事
な
ど
の
お
知
ら
せ

【
奥
多
摩
都
民
の
森

　
　
　
　

  

体
験
教
室
】

詳
細
☟

①
冬
の
星
空
観
察
会
〈
１
泊
２
日
〉

〔
日
時
〕

12
月
13
日
（
土
）
～
14
日
（
日
）

対
象
者
：
小
学
生
以
上

　
　（
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
）

②
日
帰
り
御
前
山
歩
き
・
第
６

回
〈
日
帰
り
〉

〔
日
時
〕
12
月
20
日
（
土
）

対
象
者
：
中
学
生
以
上

〔
申
込
〕官
製
は
が
き
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
で

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

３
６
３
３

E
-
m
a
i
l
:
o
k
u
-
m
o
r
i
@
a
x
e
l
.

ocn.ne.jp

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
都

民
の
森
管
理
事
務
所

　
　
　
　
　
☎
83-

３
６
３
１

【
森
林
セ
ラ
ピ
ー
ツ
ア
ー
】

詳
細
☟

　
　
毎
月
第
１
日
曜
日
＆
第
３
木

曜
日
は
フ
ォ
レ
ス
ト 
フ
ォ
ー 

レ
ス
ト
　
奥
多
摩
森
林
セ
ラ

ピ
ー
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
ラ
ン

（FOREST for Rest)

【
登
山
・
観
光
ツ
ア
ー
】

①
登
山>

永
山
丘
陵
ハ
イ
キ
ン
グ

〔
歩
い
た
後
は
、
山
小
屋
風
の

王
道
喫
茶
で
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
〕

　
　
　
　
　
　
11
月
19
日（
水
）

②
観
光>

ふ
た
ご
座
流
星
群
観

察
会

　
　
　
　
　
12
月
13
日
（
土
）

★
「
町
民
割
引
価
格
」
あ
り
！

＊
各
ツ
ア
ー
と
も
参
加
費
用
が

発
生
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
一
般
財
団

法
人
お
く
た
ま
地
域
振
興
財
団

　
　
　
　
　
☎
83-

８
８
５
５

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

８
８
５
６

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://okutama-therapy.com/)

【
山
の
ふ
る
さ
と
村
】

詳
細
☟

①
山
里
の
冬
支
度

〔
日
時
〕

12
月
６
日
（
土
）
～
７
日
（
日
）

美
味
し
い
も
の
食
べ
て
、
温
泉

で
ほ
っ
こ
り
し
た
ら
冬
支
度
ス

タ
ー
ト
！

※
問
い
合
わ
せ
は
、
山
の
ふ
る

さ
と
村
管
理
事
務
所

　
　
　 

　 

☎
86-

２
５
５
６

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
86-

２
５
５
３

カ
ッ
ト

葬
祭
費
の
一
部
を
福
祉
の
た
め
に

10
万
円

　
師
岡

　
哲
哉

　
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　（
川

　
井
）

 
ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　

 

ご
ざ
い
ま
し
た

目　　　　的 件　数 金　額

　奥多摩の豊かな自然を活かした観光などの施設や自然環境　        
　の維持整備などのため 

　 ２０件   　 ７５５，０００円

　奥多摩のこどもたちへの教育や伝統文化の奨励などのため    １１件 　　 ２６５，０００円

　少子高齢化が進む奥多摩の福祉のため 　 　３件 　　 　５２，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    １９件 　　 ５９４，０００円

合　　計　  　５３件   １，６６６，０００円
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細
☟
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冬
の
星
空
観
察
会
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１
泊
２
日
〉

〔
日
時
〕

12
月
13
日
（
土
）
～
14
日
（
日
）

対
象
者
：
小
学
生
以
上

　
　（
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
）

②
日
帰
り
御
前
山
歩
き
・
第
６

回
〈
日
帰
り
〉

〔
日
時
〕
12
月
20
日
（
土
）

対
象
者
：
中
学
生
以
上

〔
申
込
〕官
製
は
が
き
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、

Ｅ
メ
ー
ル
で
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※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
摩
都

民
の
森
管
理
事
務
所

　
　
　
　
　
☎
83-

３
６
３
１

【
森
林
セ
ラ
ピ
ー
ツ
ア
ー
】

詳
細
☟

　
　
毎
月
第
１
日
曜
日
＆
第
３
木

曜
日
は
フ
ォ
レ
ス
ト 
フ
ォ
ー 

レ
ス
ト
　
奥
多
摩
森
林
セ
ラ

ピ
ー
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
ラ
ン

（FOREST for Rest)

【
登
山
・
観
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ツ
ア
ー
】

①
登
山>

永
山
丘
陵
ハ
イ
キ
ン
グ

〔
歩
い
た
後
は
、
山
小
屋
風
の

王
道
喫
茶
で
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
〕

　
　
　
　
　
　
11
月
19
日（
水
）

②
観
光>

ふ
た
ご
座
流
星
群
観

察
会

　
　
　
　
　
12
月
13
日
（
土
）

★
「
町
民
割
引
価
格
」
あ
り
！

＊
各
ツ
ア
ー
と
も
参
加
費
用
が

発
生
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
一
般
財
団

法
人
お
く
た
ま
地
域
振
興
財
団

　
　
　
　
　
☎
83-

８
８
５
５

　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
83-

８
８
５
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://okutama-therapy.com/)
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山
の
ふ
る
さ
と
村
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詳
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里
の
冬
支
度

〔
日
時
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12
月
６
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～
７
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日
）

美
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も
の
食
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て
、
温
泉

で
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こ
り
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ら
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支
度
ス
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！

※
問
い
合
わ
せ
は
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山
の
ふ
る

さ
と
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管
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事
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２
５
５
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Ｆ
Ａ
Ｘ
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２
５
５
３

カ
ッ
ト

葬
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費
の
一
部
を
福
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の
た
め
に

10
万
円

　
師
岡

　
哲
哉

　
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　（
川

　
井
）

 
ご
寄
付
あ
り
が
と
う

　
　
　
　

 

ご
ざ
い
ま
し
た

目　　　　的 件　数 金　額

　奥多摩の豊かな自然を活かした観光などの施設や自然環境　        
　の維持整備などのため 

　 ２０件   　 ７５５，０００円

　奥多摩のこどもたちへの教育や伝統文化の奨励などのため    １１件 　　 ２６５，０００円

　少子高齢化が進む奥多摩の福祉のため 　 　３件 　　 　５２，０００円

　財政運営資金の一端（一般寄付）として    １９件 　　 ５９４，０００円

合　　計　  　５３件   １，６６６，０００円

～９月のふるさと納税額のお知らせ～ つぎのとおり、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。

母
子
健
診
日
程
表

○
１
・
２
・
４
・
５
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３
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５
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６
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付
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